
村における医師の存在形態-近世後期の鳥取藩領を例
として-

言語: jpn

出版者: 明治大学史学地理学会

公開日: 2009-02-13

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 平野, 満

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/10291/1630URL



村

に
お
け
る
医
師

の
存
在
形
態

一

近
世
後
期
の
鳥
取
藩
領
を
例
と
し
て
一

平

野

満

は

じ

め

に

50

本
稿
は
、
天
明
五
年
か
ら
明
治
四
年
の
八
十
七
年
間

(欠
本
ま
た
は
破
損
の
た
め
、
実
質
は
こ
の
間
の
七
十
数
年
分
)

に
わ
た
る
旧
鳥

-

　
ユ

　

取
藩

の

『
在
方
諸
事
控
』
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
近
世
後
期
の
村
に
お
け
る
医
師
の
存
在
形
態
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す

る
も

の
で
あ

る
。

『在
方
諸
事
控
』
は
藩
の
在
方
取
締
り
の
た
め

の
役
所
、
在
方
御
用
場
に
よ

っ
て
作
ら
れ
た
公
的
な
記
録
と
し
て
町
村
に
関
わ
る
あ

ら
ゆ

る
分
野
に
つ
い
て
の
記
録
で
あ
り
、
在
方
に
お
け
る
医
師
の
記
事
も
多
く
み
ら
れ
る
。
な
お
、
残
念
な
が
ら
医
師
た
ち
の
医
療
活
動

の
実
態
あ
る
い
は
日
常
生
活
で
の
村
人
た
ち
と

の
関
わ
り
は
本
記
録
か
ら
は
読
み
取
れ
な
い
し
、
地
方
史
料
も
利
用
で
き
ず
に
終
わ

っ
た

た

め
本
稿
で
は
ふ
れ
得
な
か

っ
た
。

近
世
後
期
、
鳥
取
藩
の
村
に
開
業
し
て
い
た
医
師
は
い
わ
ゆ
る
村
医
師
ば
か
り
で
は
な
か

っ
た
。
藩
医
や
家
臣
の
御
抱
え
医
師
の
子
弟

や
内
弟
子
た
ち
が
、
医
学
修
業

の
た
め
と
し
て
村
に
居
住
し
て
開
業
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
医
師
は
在
村
浪
人
医
師
と
い
わ
れ
る
。
在
村

浪
人
医
師

の
な
か
に
は
百
姓
出
身
で
藩
医
の
内
弟
子
と
し
て
浪
人
医
師
と
な

っ
た
者
た
ち
が
含
ま
れ
る
。
さ
ら
に
、

他
国
の
医
師
が
廻
国



修
業
の
た
め
と
称
し
て
入

っ
て
き
た
り
、
あ
る
い
は
京
都
の
本
願
寺
詣
り
の
帰
途
、
あ
る
い
は
長
崎
で
の
医
学
修
業

の
帰
途
、
た
ま
た
ま

通
り
か
か

っ
た
医
師
が
宿
所
と
し
た
村
人
に
請
わ
れ
て
長
期
に
滞
在
し
て
村
の
医
療
に
携
わ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
す
ら
あ

っ
た
。

近
世
の
村
に
は
い
わ
ゆ
る
村
医
師
の
他
に
も
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
医
師
が
存
在
し
、
村
の
医
療
を
担

っ
て
い
た

の
で
あ

る
。
以
下
、

こ
れ
ら
さ
ま
ざ
ま
な
医
師
の
存
在
,形
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
近
世
後
期
の
村
に
お
け
る
医
療
を
考
え
る
手
掛
か
り
と
し
た

い
。
.

一
、

医

師

に
な

っ
た
百
姓

き
び
し
い
身
分
制
の
も
と
で
職
業
選
択
の
自
由
が
認
め
ら
れ
ぬ
時
代
に
あ

っ
て
、
才
能

の
あ
る
も
の
が
自
ら
の
能
力
と
く
に
学
問
や
技

術

に
よ
っ
て
実
力
を
発
揮
で
き
る
道
の
一
つ
が
医
師
に
な
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
村
人
の
医
師

へ
の
需
要
が
高
ま
り
百
姓
の
中
に
医
師
を
育

1　

て
上
げ
る
だ
け
の
経
済
的
な
負
担
に
耐
え
得
る
余
裕
が
生
じ
て
く
る
と
、
医
師
を
め
ざ
し
て
勉
強
を
は
じ
め
る
百
姓

の
子
弟
た
ち
が
現
れ

一

て
く
る
。

　
　
　

安
永
五
年
四
月
十
三
日
、
町
方
在
方
に
た
い
し
て
次
の
よ
う
な
御
触
が
出
さ
れ
て
い
る
。

一
近
来
百
姓
町
人
共
之
内
、

医
術
心
懸
有
之
由

二
て
、

医
師
門
弟

二
相
頼
候
て
、

直

二
名
字
を
付
キ
已
後
は
医
道
等
閑
致
し
候
者

共
、
有
之
様
相
聞
候
。
夫

々
之
職
分
を
捨
、
剰
入
門
之
業
事
を
も
不
相
勤
段
、
劣
不
届
之
事
候
。
御
医
師

・
町
医
た
り
共
、
由
緒

有
之
候
て
内
弟
子

二
引
取
候
歎
、
又
は
其
者
を
撰
候
て
弟
子

二
数
度
者
も
有
之
節
は
、
其
師
匠
よ
り
其
筋
書

付
、
可
差
出
候
。
其

等
之
者
業
事
宜
相
勤
、
追
て
外
宅
さ
せ
度
節
も
猫
又
書
付
、
可
差
出
候
。
其
節
御
評
儀
之
上
、
其
筋
可
被
仰
付
候
。

右
之
通
、
被
仰
出
候
間
、
此
已
後
右
等
之
差
別
無
之
者
、
町
住
居
は
勿
論
、
御
家
中
長
屋
等
借
置
候
儀
、
堅
可
為
無
用
候
。

十
八
世
紀
後
半
の
鳥
取
藩
の
町
や
村
に
は
、
こ
の
よ
う
な
御
触
が
出
さ
れ
る
ほ
ど
村
医
師

・
町
医
師
た
ち
が
お
り
、
な
か
に
は
医
師
の



門
人
に
な
る
と
直
ぐ
に
医
師
名
を
名
乗

っ
て
、
以
後
は
医
師
と
し
て
の
修
業
も
せ
ぬ
ま
ま
開
業
す
る
と
い

っ
た
未
熟
な
医
師
も
あ

っ
た
よ

う
す
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
御
触
は
百
姓
町
人
が
医
師
に
な
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
医
師
が
由
緒
あ
る
者
や

見
込
み
の
あ
る
者
を
内
弟
子
あ
る
い
は
弟
子

に
す
る
際
に
は
、
「
書
付
」
を
差
し
出
す
よ
う
に
と

い
う

こ
と

で
、
農
業
労
働
力
の
減
少
と

医
師
の
粗
製
濫
造
を
防
ぐ
意
図
を
も

っ
た
も

の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
、
こ
の
期
に
は
医
師
に
な

ろ
う

と
す

る
者
が
多
か

っ
た
の
で
あ

る
。百

姓
町
人
が
藩
医
の
内
弟
子
に
な
る
こ
と
は
特
別
な
意
味
を
も

っ
て
い
た
。
百
姓
が
医
術
の
修
業
を
積
ん
で
医
師
と
な

っ
て
も
、
こ
の

医
師
の
身
分
は
あ
く
ま
で
も
百
姓
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
藩
医
の
内
弟
子
に
な
る
と
、
村
の
人
別
を
離
れ
て
苗
字
帯

刀
を
許
さ
れ
た
武
士

と
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
出
仕
し
て
い
な
い
の
で
さ
し
あ
た
り
は
浪
人
医
師
で
あ
る
が
、
藩
医
の
内
弟
子
に
な
る
こ
と
は
苗
字
帯
刀
を

許

さ
れ
る
浪
人
医
師
に
な
る
こ
と
で
あ

っ
た
。

2　

御
触
の
後
半
は
修
業
成
績

の
よ
い
者
が
医
師
の
家
を
出
て
、
独
り
立
ち
の
た
め
の
医
療
実
習
を
す
る
際
に
も
届
け
を
出
す
よ
う
定
め
た

一

も

の
で
あ
る
。
・鳥
取
藩
の
医
師
は
見
込
み
の
あ
る
門
人
を
ま
ず
内
弟
子
と
し
て
師
の
家
に
居
住
さ
せ
て
医
術
を
訓
練

し
た
。
内
弟
子
は
、

あ
る
程
度
の
経
験
を
積
み
独
り
立
ち
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
師
家
を
出
て
医
師
不
足
で
あ

っ
た
村
に
入
り
、
医
療

の
実
地
を
修
業
す
る

こ
と
が
多
か

っ
た
。
こ
う
し
て
、
十
分
な
経
験
を
積
み

一
人
立
の
医
師
と
な

っ
た
者
は
そ
の
ま
ま
そ
の
村
に
居
住
し
て
在
方
浪
人
医
師
と

な

っ
た
り
、
医
師
の
養
子
に
な

っ
て
医
家
を
嗣
ぐ
場
合
も
多
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
養
子
先
の
師
家
が
藩
医
で
あ
れ
ば
御
医
師
に
も
な
る

こ
と
が
で
き
た
。
特

に
優
秀
な
者
で
あ
れ
ば
、
新
た
に
藩
医
に
召
し
出
さ
れ
る
こ
と
も
皆
無
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ

る
。

　
　

　

文
政
十
二
年
に
は
医
師
の
内
弟
子
に
な
る
百
姓
が
多
く
な

っ
た
と
み
え
、
次
の
よ
う
な
御
触
が
出
さ
れ
る
。

文
政
十
二
年
十
月

二
十
三
日

近
来
在
中
之
者
、
農
業
厭
ひ
医
師
内
弟
子
等

二
相
成
候
者
多
く
、
猫
又
御
家
中
之
手
寄
抱
分
と
相
成
候
者
、
苗
字
帯
刀
致
し
其



盤
在
住
罷
在
、
或
は
召
抱
と
相
成
候
者
有
之
様
相
聞
、
付
根
帳
消

二
相
成
候
儀
は
地
方
締
合

二
相
懸
り
御

不
為

二
付
、
此
度
左

之
通
申
渡
候
間
左
様
被
相
心
得
、
此
旨

一
触
之
御
役
人
え
も
可
有
通
達
候
。
以
上
。

十
月
廿
三
日

一
御
家
中
え
在
中
之
者
引
取
、
村
根
帳
消
之
儀
は
二
男
三
男
等

二
て
家
続
別
家
も
不
相
立
、
農
作
之
差
支
無
之
、
旧
年
御
家
中
え
相

勤
家
之
子
取
立
と
相
成
候
節
は
、
村
方
よ
り
其
旨
願
出
在
役
所
え
前
条
之
趣
意
碇
と
相
分
候
上
、
根
帳
消
し
候
事
。

一
在
中
之
婦
人
御
家
中
由
緒
有
之
引
取
之
儀
は
、
差
支
無
之
、
男
子
之
分

ハ
、
由
緒
有
之
候
て
も
引
取
、
根
帳
消
不
相
成
候
事
。

但
し
、
男
子

二
て
も
七
拾
歳
有
余

二
て
家
続
人
有
之
、
兼
て
家
督
相
談
居
申
農
業
差
支
無
之
、
御
家
中
え
由
緒
引
取
等

二
相
成

候

ハ
・
差
支
無
之
。
尤
村
柄
其
人
之
様
子

二
審
候
事
。

一
御
医
師
井
御
家
中
抱
医
師
内
弟
子
等
え
、
在
中
之
者
引
取
之
儀
相
願
候
節
は
、
其
村
方
取
調
其
節
兼
て
病
身
或
は
不
具
等
之
も
の

3　

二
て
、
農
業
も
不
相
成
、
村
方
差
支
無
之
段
、
相
分
候

ハ
・
承
届
可
遣
候
事
。

1

一
旦
医
師
内
弟
子
え
引
取
、
村
根
帳
消
し
と
相
成
、
医
術
修
行
と
し
て
在
中
え
差
置
度
相
願
候
節
は
、
左
之
通
被
仰
付
候
事
。

生
所
村
方

は
不
申
、
外
村
え
差
出
候
と
も
其
村
方
御
調
之
上
、
年
限
を
以
住
居
御
免
、
尤
在
住
中
は
帯

刀
御
差
留
、
村
根
帳

入
被
仰
付
候
事
。

こ
の
頃
に
は
農
業
を
嫌
い

(も

っ
と
も
、

こ
れ
は
支
配
者
側
か
ら
い

っ
た
も
の
)
医
師
の
内
弟
子
に
な
る
者
が
多

く
、
苗
字
帯
刀
の
ま

ま
村
中
に
居
住
す
る
者
が
多
く
な

っ
た
と
み
え
る
。
こ
の
看
た
ち
は
浪
人
医
師
で
あ

っ
て

「村
根
帳
消
」
に
な
る
の
だ
が
、
村
の
人
別
を

離

れ
た
者
が
苗
字
帯
刀
の
ま
ま
村
内
に
居
住
す
る
の
は

「
地
方
縞
合
」
に
不
都
合
で
あ
る
。
百
姓
を
内
弟
子
に
す
る

に
あ
た

っ
て
は
、
病

身

・
不
具
等

の
た
め
農
業
に
従
事
で
き
な

い
者
に
限

っ
て
許
可
す
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
藩
の
側
が
村
の
労
働
力
の
減
少
に
よ

っ
て
生
産

力
が
低
下
す
る
こ
と
を
憂
慮
し
た
処
置
で
あ
る
。
い
っ
た
ん
医
師
の
内
弟
子
に
な
り
、
村
の
人
別
を
離
れ
た
者

「村
根
帳
消
」
が
医
術
修



業
の
た
め
再
び
村
に
居
住
す
る
際
は
、
出
身
村
に
限
ら
ず
居
住
し
よ
う
と
す
る
村
に
た
い
し
て
願
い
を
出
し
て
了
解

を
得
た
上
で
、
年
限

を
限

っ
て

(最
長
十
年
)

の
こ
と
と
し
た
。
村
に
居
住
中
は
帯
刀
は
差
し
止
め
で
あ
る
。

こ
の
御
触
書
は
、
十
八
世
紀
後
半
か
ら
医
師
に
な
ろ
う
と
す
る
百
姓
が
目
立
つ
よ
う

に
な

っ
た
こ
と
を
前
提
に
、

こ
う
し
た
状
況
に
藩

の
側
か
ら
対
処
し
よ
う
と
し
だ
も
の
で
あ

っ
た
。
実
際
、
医
師
に
な

っ
た
百
姓
が
ど
の
く
ら
い
い
た
の
か
、
表
1
に

「医
師
に
な

っ
た
百

姓
」

の
一
覧
を
掲
げ
る
。

表
1

医
師
に
な
っ
た
百
姓

出
身
村

百
姓
名

改
名
後
の
医
師
名

(師
名
)

内
弟
子
に
な
っ
た
時
期

1

八
東
郡
殿
村

常
三
郎

本
田
玄
礪

(異
見
宗
仙
内
弟
子
)

文
化
十
二
年

2

智
頭
郡
別
府
村

又
三
郎

滝
了
庵

(関
了
輔
内
弟
子
)

文
化
十
二
年

る

3

八
東
郡
東
谷
村

医
師
文
圭

幽

松
本
文
圭

(木
下
文
哲
)

文
化
十
二
年

.

15

4

高
草
郡
秋
里
村

和
七
郎

木
下
元
儀

(渡
辺
如
水
)

5

八
東
郡
若
桜
宿

惣
五
郎

(和
田
朴
翁
内
弟
子
)

文
化
十
三
年

6

気
多
郡
二
本
木
村

紋
太
郎

小
田
原
柳
庵

(岸
本
貞
庵
内
弟
子
)

文
化
十
五
年

7

気
多
郡
芦
崎
村

恵
吉

(十
五
歳
)

岸
見
秀
徹

(岸
本
雪
洞
)

文
政
二
年

8

法
美
郡
上
地
村

費
里

真
砂
賢
里

(宇
津
玄
亭
内
弟
子
)

文
政
四
年

子
同
郡
宮
下
村
へ
出
職
中

9

八
上
郡
下
船
岡
村

梅
吉

石
田
文
友

(衣
笠
文
部
内
弟
子
)

文
政
七
年

10

八
東
郡
若
桜
宿

綱
三
郎

桑
田
玄
洞

(和
田
怨
望
内
弟
子
)

文
政
九
年

(惣
五
郎
弟
)

11

会
見
郡
長
砂
村

血
判
医
師
春
昌

柴
田
春
洞

(牧
野
知
工
庵
内
弟
子
)

文
政
九
年
以
前

12

若
桜
宿

俊
蔵

村
江
初
意

(松
田
玄
脩
内
弟
子
)

文
政
九
年
以
前



13

式
根
村

根
帳
医
師
玄
事
件

石
田
雲
仲

(↓
壱
岐
守
様
御
医
師
)

享
和
二
年

松
田
春
台
へ
引
き
取
ら
る

14

岩
井
郡
岩
本
村

血
判
医
師
主
水

(原

宗
仙
内
弟
子
)

文
政
十

一
年

15

下
岩
見
村

医
師
元
竹

*
乾
八
次
郎
殿
家
臣
に
召
抱
え

文
政
十
二
年
以
前

16

高
草
郡
上
味
野
村

清
右
衛
門

尾
崎
玄
龍

(町
医
師
柿
田
玄
堂
内
弟
子
)

文
政
十
三
年

17

八
上
郡
長
瀬
村

平
市
郎

近
藤
文
成

(小
寺
尚
隆
)

文
政
十
三
年

.
(医
師
宜
仙
の
孫
)

18

八
上
郡
山
手
村

助
左
衛
門

(徳
田
丹
庵
内
弟
子
)

天
保
二
年

(八
上
郡
大
庄
屋
三
木
五
郎
左
衛
門
養
育
)

19

邑
美
郡
吉
方
村

甚
蔵

霜
山
孝
圭

(在
方
牢
舎
治
療
を
仰
せ
付
け
ら
る
)

天
保
二
年

20

八
東
郡
別
府
村

新
兵
衛

野
田
文
泉

(村
上
晋
亭
内
弟
子
)

天
保
四
年

　

21

気
多
郡
山
崎
村

見
勝

中
原
有
蓋

(太
田
義
気
内
弟
子
)

天
保
八
年

15

(玄
林
伜
)

22

八
上
郡
船
岡
村

医
師
周
敬

中
原
周
敬

(山
本
詳
玄
内
弟
子
)

天
保
七
年

23

邑
美
郡
場
所
村

伊
右
衛
門

(小
八
郎
殿
抱
医
師
穴
山
大
助
内
弟
子
)

天
保
八
年

24

河
村
郡
下
泉
村

医
師
春
敬

沖
田
春
敬

(田
中
審
査
内
弟
子
)

天
保
八
年

25

八
東
郡

一
谷
村

勘
助

・

岡
本
宗
越

(衣
笠
脩
辞
内
弟
子
)

天
保
十

一
年

26

邑
美
郡
品
治
村

石
之
助

高
木
遷
庵

(土
佐
道
寿
内
弟
子
)

天
保
十
二
年

27

邑
美
郡
吉
成
村

喜
兵
衛

矢
部
奨
中

(穴
山
大
中
内
弟
子
)

天
保
十
四
年

28

八
上
郡
袋
河
原
村

虎
之
助

林
龍
中

(村
上
晋
亭
内
弟
子
)

天
保
十
四
年

29

会
見
郡
中
野
村

礼
太
郎

景
山
龍
蔵

(真
嶋
玄
圭
内
弟
子
)

天
保
十
四
年

(医
師
立
碩
伜
)

30

岩
井
郡
高
山
村

庄
蔵

福
光
脩
平

(石
上
脩
全
内
弟
子
)

天
保
十
五
年



31

気

多
郡
河
原
村

医
師
春
哲

大
谷
春
哲

(
永
原
恕
安
内
弟

子
)

天
保
十

五
年

32

会

見
郡

坂
根
村

寺
作

(
大
嶋
玄
知
内
弟

子
)

弘
化

二
年

(
血
判

医
師
住

田
祐
賢
枠
)

33

邑
美
郡
吉
方
村

甚

蔵

志
茂

山
玄
林

(竹
内
玄
龍
内
弟
子
)

.

弘
化
二
年

*
御
小
人
医
師
仰

せ
付
け
ら

る

弘
化

三
年

*
勤

中
、
歳

銀
三
枚
宛
遣
わ
さ

る

(
親
同
様

)

嘉
永
四
年

(
父
は
19
甚
蔵
、
薬
種

商
↓
霜
山
孝
圭

・
牢
舎

治
療
仰

せ
付
け

ら
る
、
男
甚
蔵
も

父
同
様
牢
舎
治
療
)

34

岩
井
郡
河
崎
村

医
師
元
立

奥

山
元
立

(衣

笠
脩
辞
内
弟
子
)

弘
化
二
年

35

気
多
郡
母
木
村

周
助

勝
村
淳
碩

(大
谷
脩
庵
内
弟
子
)

弘
化

二
年

36

邑
美
郡
倉

田
村

金
蔵

高
田
東
栄

(
平
井
大

沢
内
弟
子
)

弘
化

二
年

訂

法
美
郡
吉
野
村

栄
次
郎

小
倉
窓
台

(真
野
万

育
内
弟
子
)

弘
化
五
年

38

会
見
郡
渡
村

医
師
周
軒

*
御
用
人
取

り
立

て
、
苗
字
御
免

嘉
永
四
年

561

(
数
代
医
術
心
懸
出
精
、
親
は
伯
容
、
枠
は
元
昌
。
伯

容
よ
り
難
波
見
林

の
弟
子
)

39

気
多
郡
青
谷
村

鉄
蔵

↓
剃
髪

・
専
念
寺
弟
子
↓

伯
書
国
赤
崎
村
辺

の
寺

↓

田
家
御
附
新
家
弥
十
郎

(
母
方

の
続
き

)
厄
介

.

享
和

二
年

↓
幕
府
御
番
医
師
竹
内
英
山
門
弟

↓
江
戸
神
田
紺
屋
町

に
医
業
開
業

↓
竹
内
英
仙
養
子
、
幕
府
御
番
医
師
竹
内
寿
安
に

天
保

三
年

40

久
米
郡
大

立
村

・

医
師
泰
造

西
村
泰
造

(
土
佐
香
橘
内
弟

子
)

嘉
永

五
年

41

八
東
郡
中
原
村

民
弥

長
谷
川
元
達

(安
倍
良
亭
内
弟
子
)

嘉
永

五
年

(
中
原
村
神
主

安
原
伊
勢
守
兄
)

42

汗
入
郡
御
来
歴
村

礼
重

岡
本

元
造

(真
嶋
元
養
内
弟
子
)

嘉

永
五
年

(
御
来

屋
村
医
師
慶
祐
枠

)



43

高
草
郡
御
熊
村
住
居

富
川
寛
治

(赤
座
秀
台
内
弟
子
)

嘉
永
五
年

(小
田
原
桃
寿
門
人
)

44

八
上
郡
袋
河
原
村

八
百
之
助

上
田
秀
斎

(林

龍
安
内
弟
子
)

嘉
永
七
年

(八
上
郡
大
庄
屋
上
田
半
太
兵
衛
三
男
)

45

気
多
郡
芦
崎
村

孝
吉

嶋
雄
謙
造

(太
田
堅
好
内
弟
子
)

安
政
三
年

46

汗
入
郡
富
永
村

為
四
郎

*
種
痘
鍛
練
い
た
し
候
に
つ
き
↓
廻
村

安
政
三
年

47

邑
美
郡
橋
本
村

授
得

市
村
祐
作

(飯
嶋
宗
祐
内
弟
子
)

安
政
六
年

48

八
橋
郡
下
伊
勢
村

医
師
耕
庵

前
田
耕
庵

(種
痘
医
師
景
山
大
輔
内
弟
子
)

安
政
六
年

49

気
多
郡
腹
鼓
村

虎
蔵

徳
田
龍
碩

(福
田
龍
平
内
弟
子
)

安
政
六
年

50

岩
井
郡
唐
川
村

芳
三
郎

滝
山
元
脩

(吉
岡
養
中
内
弟
子
)

安
政
六
年

①

汗
入
郡
御
来
村
医
師

道
鋭

明
和
五
年

肝1

②

式
根
村
根
帳

玄
亭

享
和
二
年

③

久
米
郡
中
田
村

医
師
春
泉

.

(出
火
、
家
焼
失
)

文
政
十

一
年

④

八
橋
郡
赤
崎
村

医
師
玄
寿

(組
合
帳
へ
印
形
拒
否
、
立
ち
退
ぎ
)

文
政
十

一
年

⑤

会
見
郡
勝
田
村

医
師
玄
叔

(伜
を
殺
害
、
自
害
)

文
政
十

一
年

⑥

久
米
郡
円
谷
村

横
根
医
師
文
正

(乱
心
、
狼
籍
)

弘
化
三
年

⑦

会
見
郡
豊
田
村

医
師
玄
余

(兼
ね
て
同
郡
牢
舎
の
者

・
御
普
請
人
夫
の
治
療
等
)

弘
化
四
年

*
勤
中
苗
字
御
免

⑧

日
野
郡
二
部
宿

屋
師
良
斎

*
農
業
の
故
障
な
き
よ
う
若
者
共
に
孝
悌
之
道
を
教
導
す
る

安
政
三
年

た
め
、
郷
校
設
置

⑨

汗
入
郡
淀
江
村

医
師
通
玄

⑩

汗
入
郡
富
永
村

為
四
郎

*
種
痘
鍛
練
い
た
し
候
に
つ
き
廻
村

安
政
三
年



⑪

口
会
見
郡
河
崎
村

医
師
俊
英

久
米
郡
へ
勝
手
に
罷
越
、
治
療
の
こ
と

安
政
六
年

※
久
米
郡
に
暴
潟
流
行
、
村
よ
り
の
御
医
師
差
し
出
し
願
い
を
受
け
て

⑫

細
見
村

亀
三
郎

宇
田
立
憲

(近
藤
朴
庵
内
弟
子
)

※
不
許
可

文
政
七
年

⑬

会
見
郡
粟
嶋
村

医
師
玄
碩

(山
田
淳
仙
内
弟
子
)

※
不
許
可

文
政
十
二
年

⑭

日
野
郡
股
野
村

貫
一

下
原
貫

一
(岡
垣
貞
輔
内
弟
子
)

※
不
許
可

嘉
永
四
年

(村
医
師
正
庵
伜
)

⑮

気
多
郡
二
本
木
村

富
川
桃
林

(田
中
喜
三
内
弟
子
)

嘉
永
五
年

(小
田
原
春
台
門
人
)

※
故
障
あ
り
、
願
書
差
し
返
し

⑯

河
村
郡
湯
谷
村

吉
兵
衛

柿
本
寛
三

(上
嶋
龍
仲
内
弟
子
)

※
不
許
可

明
治
二
年

表
1
の
一
～
50
の
五
十
名
が
出
身
村
名

・
師
名

・
内
弟
子
に
な

っ
た
時
期
が
判
明
す
る
百
姓
出
身
の
医
師
で
あ
る
。
①
～
⑪
の
十

一
名

58

は
当
該
年

の
記
事
か
ら
そ
の
存
在
が
確
認
で
き
、
出
身
村

・
節
名

・
医
師
に
な

っ
た
時
期
は
不
明
だ
が
、
苗
字
を
も
た
な
い
医
師
で
あ
る

一

こ
と
か
ら
村
医
師
と
推
定
で
き
る
者
で
あ
る
。
⑫
～
⑯
の
五
名
は
内
弟
子
願
い
が
不
許
可
と
な

っ
た
者
で
あ
る
。

八
十
七
年
間
に
五
十
名

の
百
姓
が
御
医
師
あ
る
い
は
家
臣
の
抱
え
医
師
の
内
弟
子
に
な

っ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
ほ
か
十

一
名
の
村
医
師

の
名
前
が
確
認
で
き
た
。
五
十
名
は
村
の
人
別
を
離
れ
て
武
士
身
分
の
浪
人
医
師
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
数
は
当
時
の
身
分
制

の
強
さ
を
判
断
す
る
手
掛
か
り
に
も
な
ろ
う
。

百
姓
か
ら
浪
人
医
師
に
な

っ
た
者
の
例
と
し
て
、
史
料
か
ら
比
較
的
そ
の
間
の
事
情
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
芦
崎
村
弥
七
郎
伜
恵

吉

(岸
見
秀
徹
)

の
例
を
あ
げ
る
。

芦
崎
村
の
百
姓
弥
七
郎
の
枠
恵
吉

(十
五
歳
)
は
生
ま
れ
つ
き
虚
弱
で
人
並
の
力
業
が
で
き
な
か

っ
た
。
親
弥
七
郎
は
渡
世
に
も
難
儀

す
る
貧
窮
者
で
あ

っ
た
の
で
、
恵
吉
は
医
者
に
な
ろ
う
と
志
し
、
幼
年
の
こ
ろ
か
ら
由
緒
あ
る
藩
医
岸
本
雲
洞
に
出
入
り
し
て
医
学
の
勉



強
を
し
て
い
た
。
何
年
か
修
業
を
積
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
文
政
二
年
四
月
師
の
岸
本
雪
洞
か
ら
、
よ
く
勉
強
し
心
懸
も
良
好
な
の
で
こ
の
た

び
私

(岸
本
雲
洞
)
の
内
弟
子
に
し
、
名
前
も
改
め
て
岸
見
秀
徹
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
、
と
の
願
い
が
藩
へ
出

さ
れ
た
。
村
の
側
で

は
恵
吉
を
村
根
帳

(人
別
帳
)
か
ら
外
し
て
、
永
代
岸
本
雪
洞
の
手
元

へ
御
引
取
り
願
い
た
い
。
人
別
は
岸
本

へ
移

し
て
も
旦
那
寺
は
こ

れ
ま
で
の
ま
ま
禅
宗
青
星
村
興
宗
寺
で
あ
る
。
こ
の
件
に
つ
い
て
、
村
方
に
は
何
の
障
も
ご
ざ

い
ま
せ
ん
、
と
村
方

か
ら
の
願

い
も
付
さ

(
4
)

れ
た
。
こ
の
願
い
は
聞
き
届
け
ら
れ
、
医
師
岸
見
秀
徹
が
誕
生
し
た
。
こ
の
例
に
も
み
え
る
よ
う
に
、
医
師
を
め
ざ
す
百
姓
は
必
ず
し
も

裕
福
で
な
く
と
も
可
能
な
ま
で
に
な

っ
て
い
る
。

い
つ
も
内
弟
子
願
い
が
認
め
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
不
許
可
に
な

っ
た
四
例
を
見
て
み
よ
う
。

文
政
七
年
六
月
、
藩
医
近
藤
朴
庵
が
細
見
村
の
百
姓
兵
三
郎
の
枠
亀
三
郎
を
内
弟
子
と
し
、
宇
田
立
憲
と
名
乗
ら
せ
た
い
と

い
う
願
い

を
出
し
た
。
こ
の
願
い
は

「此
老
親
子
共
、
兼
て
我
儘

二
致
医
業
、
其
上

一
昨
年
治
療
之
儀

二
て
、
村
方
大
勢
相
手
取
不
縛
之
趣
有
之
、

9　

御
餐
被
仰
付
候
も
の
」
に
付
き
、
不
許
可
と
な

っ
た
。
「我
盤

二
致
医
業
」
と
あ

る

か
ら
、
村
医
師
に
も
医
業
を
開

業
す
る
に
あ
た

っ
て

一

の
手
続
き
が
あ

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
兵
三
郎

・
亀
三
郎
父
子
は
藩
の
側
か
ら
は
、
い
わ
ば

モ
グ
リ
の
村
医
師
と

し
て
省
め
ら
れ
て
い

る

の
で
あ
る
。
そ
の
上
、

一
昨
年
に
は
治
療

の
上
で
大
勢
の
村
人
た
ち
に
た
い
し
て
不
将
な
行
動
が
あ

っ
た
と

い
う
。
ど
ん
な
不
将
で
あ

っ
た
の
か
具
体
的
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
無
医
村
の
多
か

っ
た
村
々
で
は
、

モ
グ
リ
で
あ
ろ
う
と
医
術
の
心
掛
け
の
あ
る
者
は
歓
迎
さ
れ

た

に
違
い
な
い
か
ら
、
兵
三
郎

・
亀
三
郎
父
子
は
未
熟
な
医
術
に
よ
る
失
敗
で
も
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
こ
の
父
子
の
個
人

(
5
)

的

な
性
向
に
問
題
で
も
あ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

文
政
十
二
年
、
会
見
郡
粟
嶋
村
医
師
繁
の
枠
玄
碩
は

「我
儘
罷
出
有
髪
」
い
た
し
、
名
も
勝
手
に
玄
碩
と
改
め
て

い
た
こ
と
、
そ

の
上

(
6
)

「
不
増
之
筋
」
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
不
許
可
に
な

っ
た
。

こ
の
二
例
の
ほ
か
に
は

「我
儘

二
致
医
業
」
を
理
由
に
内
弟
子
を
不
許
可
に
な

っ
た
り
、
何
ら
か
の
積
め
を
受
け

た
例
は
な
い
か
ら
、



未
熟

で
は
あ

っ
て
も
医
術
の
心
得
の
あ
る
者
は
村
人
た
ち
に
と

っ
て
は
頼
り
に
な
る
医
師
と
し
て
歓
迎
さ
れ

た

の
で

は
な

か

っ
た
ろ
う

か
。嘉

永
四
年
、
伯
州
日
野
郡
股
野
村
医
師
正
庵
の
枠
貫

一
が
不
許
可
に
な

っ
た
例
を
み
る
。
貫

一
は
親
の
正
庵
が

八
十
歳
に
な
る
老
人

で
、
貫

一
が
百
姓
を
相
続
す
べ
き
身
分
で
あ
る
。
ま
た
、
貫

一
に
は
所
持
の
田
畑
も
あ
る
の
で
、
同
人
が
鳥
取
へ
引

っ
越
せ
ば
、
相
続
人
が

い
な
く
な
り
、
年
老

い
た
両
親
を
養
育
す
る
者
が
い
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
貫

一
へ
尋
ね
て
み
た
と
こ
ろ
、
同
人
は

鳥
取

へ
引

っ
越
し
た
い
の
で
、
跡
相
続
人
に
つ
い
て
は
親
正
庵
に
よ

っ
て
取
り
決
め
て
も
ら
い
た
い
と
返
答
し
た
。

し
か
し
、
さ
し
あ
た

り
年

老
い
た
両
親
を
養
育
し
、
百
姓
を
相
続
す
る
者
が
い
な
く
な

っ
て
は
困
る
。
ま
た
、
貫

一
が
内
弟
子

に
な

っ
て
鳥
取
城
下

へ
居
住
す

る
こ
と
に
な
れ
ぽ
、
村

へ
立
帰

っ
た
り
逗
留
し
た
り
す
る
つ
も
り
は
な
い
の
か
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
立
帰
り
た
い
と
の
返
事
で
あ

っ
た
。

こ

の
よ
う
に
、
極
老
の
両
親
を
捨
置
き
、
貫

一
だ
け
鳥
取
城
下

へ
引

っ
越
す
よ
う
な
こ
と
は
、
村
中
不
同
心
で
あ
る
。

た
と
え

一
家
残
ら
ず

0

　フ
　

　

移
住

し
た
と
し
て
も
、
後

々
村
の
厄
介
に
な
ら
な
い
よ
う
に
願
い
た
い
。
村
の
訴
え
を
う
け
て
こ
の
内
弟
子
願
い
は
不
許
可
に
な

っ
た
。

1

　
ぱ

ヒ

他

に
不
許
可
と
な

っ
た
例
は
、
明
治
二
年
に
十
年
以
前
か
ら
村
を
出
て
行
方
知
れ
ず
と
な

っ
て
い
た
吉
兵
衛
で
あ

る
。

以
上
、
内
弟
子
願
い
が
不
許
可
に
な

っ
た
例
を
み
る
と
、
寛

一
の
場
合
は
百
姓
家
の
存
廃
が
か
ら
ん
で
い
る
が
、
お
お
む
ね
内
弟
子
に

な
ろ
う
と
す
る
者
の
日
常
の
行
動
に
問
題
が
あ

っ
た
場
合
に
限
ら
れ
て
お
り
、
内
弟
子
願
い
は
特
別
な
不
都
合
が
な
け
れ
ぽ
許
さ
れ
た
こ

と
が

わ
か
る
。

浪
人
医
師
と
な

っ
た
百
姓
は
医
術
修
業
と
称
し
て
改
め
て
村

に
居
住
し
開
業
す
る
場
合
が
多
い
。
そ
の
際
、
帯
刀
差
し
止
め
に
な
る
こ

と
は
す
で
に
記
し
た
。
こ
う
し
て
改
め
て
在
入
し
た
浪
人
医
師
た
ち
は
、
そ
の
ま
ま
長
期
に
わ
た

っ
て
村
内
に
医
業
を
営
む
者
、
運
よ
く

藩
医

の
養
子
に
迎
え
ら
れ
て
正
式
に
御
医
師
と
な
る
者
、
な
か
に
は
宮
中
の
御
典
医
や
幕
府
の
御
医
師
に
な
る
者
さ
え
あ

っ
た
。

百
姓
出
身
の
医
師
で
藩
に
出
仕
し
た
者
に
は
岩
見
村
の
医
師
元
竹
が
乾
八
次
郎
家
臣
に
な

っ
た
例
、
吉
方
村
の
甚

蔵
が
御
小
人
医
師
と



な

つ
允
例
、
渡
村
の
医
師
周
助
が
御
用
人
に
取
り
立
て
ら
れ
た
例
が
み
え
る
。
藩
医
の
家
譜
を
精
査
す
れ
ば
少
な
か
ら
ぬ
百
姓
出
身

の
者

が
養
子
に
入

っ
て
御
医
師
を
継
い
だ
例
が
見
い
だ
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
未
調
査
の
た
め
明
ら
か
に
で
き
な
い
。

竹
内
寿
安
は
鳥
取
藩
領
の
百
姓
か
ら
江
戸
幕
府
の
御
医
師
に
な

っ
て
い
る
。
嘉
永
四
年
七
月
、
江
戸
の
鳥
取
藩
御
留

守
居
か
ら
、
幕
府

寄
合
医
師

(高
五
人
扶
持
、
本
道
、
拝
領
町
屋
敷
中
橋
広
小
路
借
地
馬
喰
町
二
丁
目
裏
通
り
)
竹
内
寿
安
の
身
元
確
認

の
問

い
合
わ
せ
を

し
て
き
た
。
寿
安
が
、
自
分
は
鳥
取
藩
の
出
身
な
の
で
御
恩
に
感
謝
す
る
た
め
江
戸
の
鳥
取
藩
御
屋
敷

へ
御
機
嫌
伺

い
に
参
り
た
い
と
い

っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

「
口
上
覚
」
お
よ
び
潮
津
村
庄
屋
八
郎
右
衛
門
の
返
答
か
ら
竹
内
寿
安
の
経
歴
を
略
記
し
て
み
よ
う
。

竹
内
寿
安
は
気
多
郡
青
谷
村
百
姓
彦
吉
の
二
男

(幼
名
鉄
蔵
)
で
あ
る
。
幼
年
の
こ
ろ
剃
髪
し
、
潮
津
村
専
念
寺

の
弟
子

に
な
り
、
さ

ら
に
伯
州
赤
崎
村
辺
の
寺
に
身
を
寄
せ
て
い
た
。
享
和
二
年
十

一
歳
の
時
、
母
方

の
血
縁
で
田
安
殿
附
新
家
弥
十
郎

の
厄
介
と
な
り
、
幕

府
御
番
医
師
竹
内
英
山
に
入
門
し
た
。
そ
の
後
、
神
田
紺
屋
町
三
丁
目
に
開
業
す
る

(出
生
地
潮
津
村
で
は
江
戸
近
辺

の
寺
で
住
職
を
し
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て
い
る
と
噂
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
の
様
子
は
不
明
で
あ

っ
た
)。
し

か
る

に
、
天
保
三
年
七
月
幕
府
御
番
医
師
英

山
の
実
子
が
病
身

1

で
跡
を
嗣
げ
な
い
こ
と
か
ら
、
弟
子
の
由
緒
を
以
て
英
山
養
子
と
な
り
跡
式
を
嗣
い
だ
。
こ
の
後

は
幕
府
御
番
医
師
と

し
て
活
躍
し
て
来

た
。

こ
の
御
国
恩
に
感
謝
し
、
鳥
取
藩
御
屋
敷

へ
御
機
嫌
伺
い
に
参
り
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

村
方

へ
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
老
者
に
は
鉄
蔵

(寿
安
)
の
ほ
か
親
類
が
な
く
、
今
は
鉄
蔵

の
甥
善
兵
衛
が
芦
崎
村
に
百
姓
を
し
て

い
る

こ
と
が
わ
か

っ
た
が
、
善
兵
衛
は
ま
だ
年
若
く
昔
の
事
情
は
何
も
知
ら
な

い
と

い
う
。
幕
府
の
御
医
師
に
ま
で
な

っ
て
い
た
鉄
蔵

(竹
内
寿
安
)
で
は
あ

っ
た
が
、
出
身

の
村
で
は
忘
れ
ら
れ
た
存
在
で
あ

っ
た
。

こ
の
こ
と
は
竹
内
寿
安
が
幕
府
御
医
師
に
な

っ
た
こ
と

と
村
方
と
の
間
に
は
何
ら
関
係
の
な
い
事
柄
で
あ

っ
た

こ
と
を
物
語

っ
て

い
る
。
寿
安
の
立
身
は
ま
ず
母
方
の
血
縁

か
ら
始
ま

っ
て
い

　
　
　

る
。
あ
る
い
は
、
寺
院
に
弟
子
入
り
し
て
い
る
か
ら
僧
侶
の
身
分
が
何
ら
か
の
意
味
を
も

っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

盛

秋
里
村
の
百
姓
か
ら
冨

の
禦

医
に
な

・
た
例
で
あ
る
。
和
七
郎
の
家
は
和
七
郎
の
男

(の
ち
木
下
大
壮
)
の
碑
臨

.
「家
は



世

々
高
草
郡
秋
里
村
に
住
し
、
郡
の
豪
族
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
か
な
り
裕
福
だ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
享
和
二
年
病
身
の
た
め
農
業
が

(
11
)

で
き

難
く
村
内
近
村

の
医
者
を
致
し
た
い
と
願
い
出
て
、
村
の
人
別
に
留

ま

っ
た

ま
ま
村
医
師

(血
判
医
師
)
と
し
て
医
業
を
開
業
し

肉
。
同
年
八
月
医
術
修
業
の
た
め
上
京
、
有
栖
川
様
御
家
来
医
師
渡
辺
如
水
門
人
と
な
り

「高
貴
御
方
」

へ
如
水
代
診
を
勤
め
て
い
た
と

こ
ろ
、
翌
年
五
月
に
は
法
橋
に
叙
さ
れ
、
名
前
も
木
下
元
儀
と
改
め
、
有
栖
川
宮
様
の
家
来
と
し

て
勤

め
て

い
た
。
実
際
は
文
化
九
年

に
は
京
都
に
居
を
定
め
て
開
業
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
文
化
十
五
年
三
月
家
続
き
は
伜
に
任
せ
正
式
に
京
都

へ
の
移
住
と
村
の
根
腹

切

(人
別
を
離
れ
る
こ
と
)
を
願
い
出
て
、
京
都
住
ま
い
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。
元
儀
は
と
き
ど
き
秋
里
村

へ
帰
郷
し

て

い
た
と

み
実

る
。
藩
の
地
方
役
場
か
ら
村
に
た
い
し
て
、
有
栖
川
宮
様
御
家
来
に
つ
き

「程
能
被
為
成
道
候
様
」
と
の
注
意
が
な

さ
れ

て

い
る
。
元

儀

の
場
合
は
枠
が
百
姓
を
継
い
で
秋
里
村
に
残

っ
て
い
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
が
、
藩
か
ら
も
村
人
た
ち
か
ら
も
丁
重

に
も
て
な
さ
れ
て
い

る
。

62

文
政
八
年
七
月
に
は
京
都
の
浪
人
医
師
木
下
隼
人

(元
儀
の
男
)
が
要
用
あ

っ
て
当
地
に
下
り
、
八
月
下
旬
ま
で
秋
里
村
重
蔵

(隼
人

-

の
兄
弟
に
あ
た
る
)

に
宿
す
こ
と
に
な

っ
た
。
隼
人
は
以
後
も
秋
里
村

へ
た
び
た
び
出
掲
げ
て
来
た
。
村
方
に
と

っ
て
も
医
師
の
存
在
は

重
宝
で
あ
り
、
そ
の
度
に
届
け
を
出
し
て
許
可
を
得
て
き
た
が
、
文
政
十

一
年
に
は
村
方
か
ら
の
願
い
を
受
け
た
鳥
取
妙
円
寺
か
ら
、
来

丑
年

か
ら
卯
年
迄
の
三
年
間
秋
里
村

へ
逗
留
し
て
も
ら
い
た
い
と
の
願
い
が
出
さ
れ
た
。
こ
の
願
い
を
受
け
て
隼
人

は
秋
.里
村
に
住
み
医

業
を
営
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
天
保
三
年

に
没
し
た
。

木

下
隼
人
の
秋
里
村
の
医
業
は
弟
の
主
計
が
継
い
だ
。
主
計
は
嘉
永
七
年
に
は
大
社
と
名
を
改
め
て
秋
里
村
で
開
業

し
て

い
た
と

こ

ろ
、

弘
化
三
年
四
月
鳥
取
藩
の
御
目
見
医
師
と
し
て
召
し
抱
え
ら
れ
、
鳥
取
城
下

へ
転
居
し
た
。
大
壮
は
そ
の
後
も
鳥
取
藩
御
医
師
と
し

て
活
躍
し
、
万
延
元
年
に
没
し
た
。

大
壮
に
は
子
が
な
く
、
日
野
郡
二
部
宿
の
医
師
日
比
泰
順
の
二
男
文
庵
が
養
子
に
入

っ
て
木
下
家
を
嗣
い
だ
。
因

に
、
文
庵
は
大
坂
の



儒
者
後
藤
松
陰

・
豊
後
儒
者
の
広
瀬
淡
窓

・
熊
本
の
医
家
村
井
翠
渓
な
ど
に
従
学
し
た
秀
才
で
、
安
政
四
年
に
は
父
と
と
も
に
召
し
出
さ

(
12
)

れ
て
鳥
取
藩
主
の
長
男
新
次
郎
附
の
医
師
加
役
に
も
な

っ
て
い
る
。

二
馬
村

に
開
業
し
た
浪
人
医
師
た
ち

表

2
は
村
に
住
居
し
て
医
業
を
開
い
た
浪
人
医
師
で
あ
る
。

こ
の
中
に
は
御
医
師
の
子
弟
、
百
姓
か
ら
浪
人
医
師
に
な

っ
た
者
が
含
ま

れ
る
。

『
在
方
諸
事
控
』
か
ら
、
こ
う
し
た
浪
人
医
師
七
十
六
名
を
拾
い
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
村
に
は
い
わ
ゆ
る
村
医
師
の
ほ
か
に

苗
字
を
も
つ
多
く
の
浪
人
医
師
た
ち
が
開
業
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
の
医
療
実
態
や
日
常
活
動
な
ど
は
明
ら
か
に
な
し
得
な
か

っ

た
が
、
村
の
医
療
を
担
う
存
在
と
し
て
大
き
な
力
を
も

っ
た
ろ
う
し
、
高
い
知
識
や
技
術
を
身
に
つ
け
た
者
の
存
在
は
村
人
た
ち
に
対
し

て
ま
た
別
の
意
味
で
大
き
な
影
響
を
も
及
ぼ
し
た
に
違
い
な
い
。
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以
下
、
こ
う
し
た
村
に
在
住
し
た
浪
人
医
師
た
ち
の
さ
ま
ざ
ま
な
存
在
形
態
を
み
て
ゆ
き
た
い
。
ま
ず
、
表
2
に
在
入
の
浪
人
医
師
の

一
覧
を
示
す
。

表
2

村
に
開
業
し
た
浪
人
医
師

(表
の
括
弧
内
は
肩
書
、
血
縁
あ
る
い
は
内
弟
子
の
関
係
)

医
師
名

在
入
し
た
村
名

在
入
期
間

1

堀
内
順
庵

高
草
郡
湖
山
村

文
化
十
二
年
三
月
～
慶
応
元
年

2

加
藤
栄
瑞

岩
井
都
田
後
村

文
化
十
二
年
五
月

(飛
騨
守
様
御
医
師
猪
股
栄
仙
)

3

異
見
昌
悦

高
草
郡
古
海
村

以
前
か
ら
、
安
永
四
年
九
月
～

(宝
暦
二
年
八
月
か
ら
御
中
小
姓
医
師
)

4

天
野
元
仲

会
見
郡
高
尾
村

寛
政
八
年
～
当
分
の
問



(
天
野
元
好

伜
)

5

永
原
春

隆

八
上
郡
小
畑
村

寛
政
八
年

十

一
月
～

(永
原

宗
春
義
弟
)

6

鈴
木

文
次
郎

会
見
郡
下
新
印
村

文
化
六
年

～
同
十

二
年

(
七
年
間
)

7

岡
田
友

曽

会

見
郡
福
原
村

文
化
六
年
～
同
十
二
年

(
七
年

間
)

8

吉
田
宗
市

法
美

郡
高

岡
村

文
化
七
年
～
同
十
三
年

(
七
年
間
)

9

村
上
兵
馬

法
美

郡
大
杭
村

文
化
九
年
～
文
政
元
年

(
七
年
間
)

10

・

関
平
左
衛
門

.

高
草

郡
上
原
村

文
化
九
年
～
文
政
元
年

(
七
年
間
)

11

小
林

左
五
郎

法
美

郡
栃
本
村

文
化
九
年
～
文
政
元
年

(
七
年
間
)

12

上
野
小
平
太

八
上
郡
大

江
谷
橋
本
村

文
化
十
年
～

(
七
年
間
)

13

武
田
金
右
衛
門

八

上
郡
袋
河
原
村

文
化
十
二
年

～
文
政

四
年

(七
年
間
)

14

石
谷
春
暁

岩
井

郡
湯
村

文
化
十
二
年
～

悩

(
難
波
薩
翁
弟

子
)

15

笠
田
松
柏

八
東

郡
才
代
村

文
化
十
二
年
～

(羽
田
安
閑
弟
子
)

16

覧

文
哉

(
郁
?
)

高
草

郡
服
部
村

文
化
十
三
年
～

(異
見
宗
仙
内
弟
子
)

・

文
政
十
年
、
年
限
満
不
心
付
が
御
免

17

*
近
藤
柳
悪

邑
美

郡
国
安
村

文
化
十
三
年
～

(土
佐
道
寿
内
弟
子
)

18

戸
崎

勝
次

河
村
郡
橋

津
村

文
化
十
四
年

(本
城
春
昌
内
弟
子
)

*
明
治
元
年
、
同
村

に
在
中
浪
人
医
師
戸
崎
省

庵
あ

り

19

日
比
良
叔

岩

井
郡
白
地
村

文
政
五
年
～

(十
年
間
)

(
日
比
良
伯
弟
)

同

上

天
保

二
年

～
天
保
十
年



智

頭
郡
用
瀬
村

天
保
十
年
～
天
保
十

一
年

20

猪

口
龍
作

八
東
郡
皆
原
村

文
政
五
年
～

(飯

嶋
宗
碩

内
弟
子
)

21

真
砂
賢
里

法

美
郡
宮

下
村

文
政
五
年
～

(宇
津
玄
亭
内
弟
子
、
表
1

の
8
参
照
)

22

和
田
正
輔

気
多
郡
潮
津
村

文
政
八
年
～
天
保
五
年

(
十
年

間
)

(
和
田
有
喜
弟
、
小
寺
尚
隆
門
人
)

23

西
村
早
利

八
橋

郡
原
村

文
政
八
年
～
天
保
六
年

(
十
年
間
)

(
西
村
友
次
郎
弟
、
難
波
芦
翁
門
人
)

.

天
保

六
年

～

(
十
年
間
)

24

長
岡
栄
順

会
見
郡
辟
牛
村

天
保

二
年
～

(十
年
間
)

同
郡
加
神
村

・

弘
化
三
年
～
安
政
二
年

(
十
年
間
)

(
雲
州
広
瀬
松
平
佐
渡
守
様
御

医
師
長

岡
道

堂
弟
、
奥

田
文
数
門
人
)

651

25

太
田
要
伯

八
上
郡
釜

口
村

天
保
六
年

[
*
故
障

あ
り
願
書
取

り
下
げ
]

(飯
嶋
宗
碩
内
弟
子
)

26

近
藤
龍
眼

八
橋

郡
妻
波
村

天
保
元
年
～
天
保
五
年

八
橋
郡
上
種
村

天
保

六
年
～
天
保
十
年

(
五
年
間
)

27

安
陪
玄
圭

八
東

郡
才
代
村

天
保
六
年
～

(
十
年
間
)

(
周
圭
弟
)

28

石

田
龍
碩

河
村
郡
浅
津
村

天
保
十
三
年
～
嘉
永
四
年

(
十
年
間
)

(安
陪
周
圭
内
弟
子
、
浅
津
村
根
帳

の
者

に

つ
き
不
同
意
)

29

佐

々
木
玄
達

汗
入
郡
塩
津
村

天
保
十
四
年
～

管
折

々
逗
留

八
橋
郡
赤
坂
村

嘉
永
四
年
～

*
折

々
逗
留

(池
田
兵
庫
殿
御
抱
医
師
、
元
来
塩
津
村
根
帳

の
者
↓
大
山
領
根
帳
引
越
)



30

松
嶋
隠
見

法
美
郡
神
護
村

弘
化

二
年

～
安
政
元
年

(
十
年
間
)

(難
波
見
林
内
弟
子
)

31

天
野
主
馬

法
美
郡
谷
村

弘
化

二
年
～
安
政
元
年

(
十
年

間
)

安
政
三
年
九
月

に
在
村

32

景
山
恭
庵

高
草

郡
湖

山
村

弘
化
三
マ
嘉
永
五
年

(
七
年
間

)

(
も
と
伯
書
画
米
子
浪
人
医
師
↓
日
笠
甚

三
郎
引
き
取

り
)

33

大
谷
春
哲

河
村
郡
長
瀬
村

弘
化
四
年
～
文
久
三
年

(
十
七
年

間
)

(
も
と
気
多

郡
河
原
村

医
師
、
永
原
恕
安
内
弟
子
、
表

1
の
31
参
照
)

34

井
崎
玄

悟

高
草
郡
畑
崎
村

弘
化

四
年

～
嘉
永

六
年

(
七
年
間
)

(
井
崎
玄
良
実
子
)

*
病
身

に

つ
き
病
気
保
養

の
た

め

35

山
川
玄
純

八
東
郡
市
場
村

天
保
九
年
～
安
政

四
年

(
二
十
年
間
)

(衣

笠
脩
辞
門

人
)

661

36

太

田
静
摩

智

頭
郡
鷹
狩
村

嘉
永

四
年
～

37

景
山
龍
造

会
見
郡
中
野
村

嘉
永

三
年
～
安
政
元
年

(
五
年
間
)

(会
見
秘
中
野
村
礼
太
郎
↓
景
山
龍
造
、
真

嶋
玄
養

内
弟
子
、

表
1
の
29
参
照
)

*
親
看
病

の
た
め

*
在
中
、
帯
刀
差
留
め

38

福
間
忠
次
郎

高
草

郡
岩
坪
村

嘉
永
元
年
～
安
政
六
年
～
さ
ら

に
七
年
間

(
福
間
洞
敬
弟

)

39

松
丸
玄

洋

'

気
多
秘
境
津
村

嘉
永
五
年
～
文
久
元
年

(十
年
間

)

(永
原
秀

験
弟
子
)

40

林

厳
中

高
草
郡
野
坂
村

安

政
元
年

～
万
延

元
年

(
七
年
間

)

(林

龍
安
弟
)

41

竹
内
桃
林

法
美
郡
中
郷
村

安
政
元
年
～
万
延
元
年

(
七
年
間
)



(竹
内
玄
龍
伜
)

曇
病
身
に
つ
き
保
養
の
た
め

42

勝
村
淳
頓

気
多
郡
澄
水
村

安
政
三
年
～
文
久
二
年

(七
年
間
)

(大
谷
脩
庵
内
弟
子
、
表
1
の
35
参
照
)

43

山
根
春
柳

河
村
郡
上
浅
津
村

(山
根
源
次
郎
祖
父
嘉
左
衛
門
妾
腹
男
)

不
明

44

山
根
貞
治

河
村
郡
長
江
村

家
政
三
年
～
文
久
二
年

(七
年
間
)

(山
根
書
棚
二
男
)

45

浪
人
医
師
田
中
春
桃

菅
種
痘
の
た
め
御
両
国
廻
村

安
政
三
年

46

浪
人
医
師

景
山
大
助

*
種
痘
の
た
め
御
両
国
廻
村

安
政
三
年

47

足
羽
良
斎

日
野
郡
二
部
宿

静
穏
痘
鍛
練
い
た
し
居
候
に
つ
き
廻
村

(安
政
三
年
)

48

桐
谷
斎

河
村
郡
三
朝
郷
湯
村

安
政
六
年
～
暫
時

卿

(永
原
文
圭
内
弟
子
)

49

安
見
亮
三
郎

奥
会
見
郡
原
村

安
政
六
年
～

(十
五
年
間
)

(米
子
御
組
浪
人
医
師
)

50

安
岡
春
昇

八
上
郡
下
船
岡
村

安
政
六
年
～

(十
年
間
)

(衣
笠
脩
辞
弟
子
)

51

福
田
秀
碩

菅
御
雇
い
↓
岩
井
郡
村
々
へ
派
遣

安
政
六
年
～

(福
田
龍
平
枠
)

*
近
来
暴
潟
病
流
行
、
岩
井
郡
別
し
て
相
煩

52

林

龍
安

久
米
郡
村
々

安
政
六
年

(御
医
師
)

*
久
米
郡
村
々
、
近
来
暴
潟
流
行
に
つ
き
藩
よ
り
御
医
師
差
し
出
し

53

山
根
玄
洞

河
村
郡
上
浅
津
村

安
政
六
年
～
慶
応
元
年

(七
年
間
)

(山
根
源
次
郎
祖
父
嘉
左
衛
門
妾
腹
男

山
根
春
柳
伜
、
勘
当
御
免
)



54

四
宮
文
次
郎

口
会
見
郡
今
村

安
政
六
年
～
慶
応
元
年

(
七
年

間
)

(
四
宮
郡
司

の
伯
父
、
勘
当
御
免

)

55

小
塩
周
哲

八
上
郡

久
能
寺
村

安
政
六
年
～

(
十
年
間
)

(
祖
父
七
太
夫

・
親
玄

順
は
明
和
四
年
か
ら
八
東

郡
福
井
村
)

56

村
岡
友
賢

八
上
郡
橋

本
村

安
政
六
年
～

(
十
年
間
)

(
衣
笠
脩
辞
弟
子
)

留

松
岡
慎
斎

智

頭
郡
智

頭
宿

万
延
元
年
～
元
治
元
年

(
五
年

間
)

(大
嶋
玄
知
門
人
)

*
十
年
間

の
願

い
出

58

山
内
精

一

倉
吉
在

住

明
治
元
年

に
居
り

(
山
内
喜

庵
伜
、
十
九
歳
)

59

堀
田

勇

汗

入
郡
御
来
屋
村

明
治
元
年

に
居
り

(
浪
人
医
師

)

高
草
郡
加
露
村

明
治
二
年

鵬

↓
刑
法
局
牢
屋
医
師

・
在
中
牢
舎
医
師
兼
勤

明
治
三
年

60

山
岡
雄
平

汗
入
郡
市
村

明
治
元
年

に
居
り

(
浪
人
医
師
)

61

岡
田
謙
二

汗

入
郡
稲
光
村

明
治
元
年

に
居
り

(
浪
人
医
師
)

62

井
上
泰
輔

汗

入
郡

国
信
村

明
治
元
年

に
居
り

(
浪
人
医
師
)

63

戸
崎
省
庵

河
村
郡
橋
津
村

明
治
元
年

に
居
り
↓
同
年

大
坂
表

へ
出
張

(浪

人
医
師
)

*
先
達

て
御
雇

い
、
出
張
し
在
中
開
業
、

難
渋

の
趣

に
つ
き
、
四
人
扶
持

遣
わ
さ
る

↓
医
学
寮
助
教
役
を
仰

せ
付
け
ら

る

(明
治

二
年
)

64

鈴
木
紅

庵

高
草
郡
賀
露
村

明
治
元
年

に
居
り
↓
同
年

大
坂
表

へ
出
張



(浪
人
医
師
)

静
先
達
て
御
雇

い
、
出
張

し
在

中
開
業
、

難
渋

の
趣

に

つ
き
、

四
人
扶
持
遣
わ

さ
る

65

生

駒
玄
泰

法
美
郡
栃
本
村

明
治
元
年

に
居
ヶ

(浪

人
医
師
)

*
先
達

て
御
雇

い
、
出
張

し
在
中
開
業
、
難
渋

の
趣

に
つ
き
、
四
人
扶
持
遣
わ
さ
る

66

大
久
保
大
輔

岩
井
郡
細
川
村

明
治
元
年

に
居
り

(浪

人
医
師
)

*
先
達

て
御
雇

い
、
出
張
し
在
中
開
業
、

難
渋

の
趣

に

つ
き
、

四
人
扶
持

遣
わ
さ
る

岩

井
郡
高
江
村

67

大
江
雄
章

奥
会
見
郡
西
村

(
浪
人
医
師
)

.

汗

入
郡

西
原
村

舳

慶
応
三
年
～
明
治
九
年

(
十
年

間
)

・

68

渡

辺
恭
平

.

会
見
郡
渡
村

(
正
垣

薫

門
人
、
渡
辺
元

昌
枠
)

↓
医
学
寮
句
読
方
を
仰

せ

つ
け
ら

る

(明
治

二
年
)

69

渡

辺

一
郎

*
京
都

・
新
宮
涼
民

へ
医
学
修
行

(
口
会
見
郡
篠
津
村
在
御
目
見
医
師

渡
辺
全
達
伜

旺
明
治
二
年
十

一
月
廿
九
日
死
去
)

.

.

691

70

原

田
帯
霞

9

*
種
痘
医

明
治

三
年
、
因
伯
州
村

々
廻
村

71

景

山
大
輔

*
種
痘
医

明
治

三
年
、
因
伯
州
村

々
廻
村

72

田
中
春
桃

*
種
痘
医

明
治

三
年
、
因
伯
州
村

々
廻
村

73

足
羽
純
亭

*
種
痘
医

明
治
三
年
、
因
伯
州
村

々
廻
村

74

岩
間
周
宅

(久
米
郡
出
井
畑
村
浪
人
医
師
)

.

明
治

四
年
正
月
御
目
見
申
上
候
者

75

岡

田
道
叔

(
八
東
郡
大
門
村
浪
人
医
師
)

明
治
四
年
正
月
御
目
見
申
上
候
者

76

近
藤
寿

一
郎

(
日
野
郡
根
雨
宿

浪
人
医
師
)

明
治
四
年
正
月
御
目
見
申

上
候

者

表
2
に
あ
げ
た
七
十
六
名
が
村
内
に
開
業
し
た
浪
人
医
師
で
あ
る
。
村
の
医
師
と
い
っ
た
と
き
百
姓
身
分
の
村
医
師
の
み
に
目
が
奪
わ

れ
が
ち
で
あ
る
が
、
こ
の
表
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
村
の
中
に
は
浪
人
医
師
と
呼
ば
れ
る
武
士
身
分
の
医
師
た
ち
が
多
数
居
住
し
て
村
の
医

療

を
担

っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
浪
人
医
師
の
な
か
に
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
百
姓
か
ら
藩
医
の
内
弟
子
と
な

っ
た
者
を
も
含
む
が
、



多
く
は
藩
医
の
息
子
た
ち
で
あ
る
。
浪
人
医
師
た
ち
が
村
に
開
業
し
た
理
由
の

一
つ
は
、
村
人
た
ち
が
医
師

の
治
療

を
望
ん
だ
こ
乏
で
あ

る
∂
ま
た
、
藩
医
の
子
弟
た
ち
に
と

っ
て
は
、
あ
る
い
は
父
の
跡
式
を
嗣
ぎ
、
あ
る
い
は
他
の
藩
医
の
養
子
之
な

っ
て
召
し
出
さ
れ
る
ま

で
の
糊

口
の
手
段
で
も
あ

っ
た
。
浪
人
医
師
の
在
入
願

い
の
問
い
合
わ
せ
に
た
い
す
る
村
方
の
返
答
に
は

「何
も
差
支
之
儀
無
御
座
」
の

文
言
に

「村
方
よ
り
も
同
様
之
趣
願
出
」
が
添
え
ら
れ
る
場
合
も
多
い
。
こ
の
添
え
書
き
は
無
く
て
も
何
ら
不
都
合
は
生
じ
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
強

い
て
付
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
は
村
人
た
ち
の
強
い
願
望
が
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、

「
医
師

無
御
座
、
急
病
人
御

座

候
節
差
支
難
儀
仕
候
」
を
理
由
に
村
か
ら
浪
人
医
師

の
在
入
を
願
う
場
合
も
少
な
か
ら
ず
み
ら
れ
る
。
多
く
の
在
入
浪
人
医
師
の
存
在

は
村
の
要
望
と
医
師
側
の
必
要
と
の
両
者
の
事
情
が
背
景
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

(
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文
化
十
二
年
五
月
二
十
二
日
、
次
の
よ
う
な
御
触
が
出

さ
れ
た
。

一
左
之
通
相
伺
御
聞
届
相
済
、
井
御
医
師
弟
子
為
修
行
、
在
中
え
差
置
候
分

ハ
御
取
調
之
上
、
追
て
相
廻
候
筈
。

70

在
入
之
面
々
、
是
迄
在
方
え
御
書
廻
し
無
御
座
、
不
都
合
之
儀
共
御
座
候
付
、
以
後
在
人
頼
御
開
届
之
節
、
井
年
限
満
出
府
仕

-

候
節
共
、
在
方
え
御
書
廻
し
御
座
候
様
仕
度
奉
存
候
。

但
、
当
時
在
入
之
面

々
名
前
、
御
書
廻
し
御
座
候
様
。

一
御
医
師
共
内
弟
子
、
為
治
療
在
中
え
遣
直
候
儀
願
出
候
は
、

一
応
在
方
え
取
調
被
仰
付
傑
士
、
御
開
届
被
成
候
様
仕
度
、

且
又

筋
目
無
之
者
年
限
十
ケ
年
を
越
し
永
住
之
形

二
相
成
候
は
、
当
人
之
外
家
内
村
方
入
帳
仕
候
御
法

二
被
仰

付
候
様

仕
度
奉

存

候
。
猶
御
調
被
仰
付
候
節
、
其
品
夫

々
可
申
上
事
。

但
、
当
時
御
聞
届
相
済
居
候
も
の
有
之
候
は
、
御
書
廻
し
御
座
候
様
。

付
紙

二
し
て

当
時
師
家
御
断
書

二
て
相
済
来
候
者
、
以
後
は
願
書
差
出
し
根
上
、
御
間
届
被
成
候
様
。



こ
れ
は
御
医
師

(藩
医
)

の
内
弟
子
が
修
業
の
た
め
村
に
居
住
し
て
医
療
を
行
う
際

の
定
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
こ
れ
ま
で

は
師
の
医
師
か
ら
藩
に
た
い
し
て
断
り
書
を
提
出
し
て
許
可
を
得
る
だ
け
で
、
村
に
た
い
し
て
は
書
き
付
け
を
提
出

し
て
お
ら
ず
不
都
合

が
生
じ
る
こ
と
が
あ

っ
た
の
で
、
以
後
は
村
に
た
い
し
て
も
善
き
付
け
を
提
出
し
て
村
方

の
了
承
を
得

る

よ
う

に
、'
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
藩
医
の
内
弟
子
は
身
分
上
は

「浪
人
医
師
」
で
あ
り
苗
字
帯
刀
を
許
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
浪
人
医
師
が

村

の
中
に
居
住
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
村
人
と
の
間
に
何
ら
か
の
不
都
合
が
生
じ
る
場
合
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。
村
内
居
住
の
年
限
は
十

年
と
し
、
永
住
の
形

に
な
る
場
合
に
は

「村
方
入
帳
」
す
な
わ
ち
村
の
人
別
帳
に
入
る
こ
と
と
定
め
ら
れ
た
の
で
あ

る
。

　
け
　

.さ
ら
に
、
安
政
六
年
七
月
十

一
日
に
は
在
入
の
浪
人
医
師
に
た
い
し
て
次
の
御
触
が
出
さ
れ
た
。

一
部
て
浪
人
医
師
共
請
合
人
よ
り
相
願
御
聞
届
相
済
候
上

二
無
之
て
は
、
在
中
え
住
居
致
し
候
儀
不
相
成
処
、
無
其
儀
村
方
相
対

二

て
内
住
居
致
し
居
申
向
も
有
之
、
其
外
他
国
よ
り
罷
越
し
代
々
御
領
内
え
住
居
致
し
居
中
、
国
許
之
続
柄
は
及
死
絶
居
申
様
之
者

-　

共
も
有
之
哉

二
相
聞
候
処
、
万

一
変
事
出
来
之
節
は
自
然
御
役
介
相
成
候
儀

二
付
、
右
様
之
者
共
是
迄
内
住
居
致
し
居
申
廉
は
格

1

別

二
御
見
切
、
夫
々
身
分
次
第
柄
書
付

ニ
シ
テ
為
差
出
、
子
細
無
之
候
分
は
在
中
住
居
御
免
御
郡
奉
行
独
口
被
仰
付
候
得
は
、
御

縞
合
相
立
可
申
と

一
座
申
談
之
上
、
伺
拍

二
有
之
通
り
相
伺
置
候
処
、
左
之
通
り
大
奉
行
但
馬
殿
よ
り
長
役
え
申
来
候

二
付
、
因

伯
御
郡
々
井
町
庄
屋
迄
左
之
通
申
遣

ス
。

(以
下
、

「都
て
浪
人
医
師
共
」
か
ら

「御
縮
合
相
立
」
ま
で
上
記
と
同
文
。
略
)
殊

二
近
来
異
病
流
行
諸
人
難
渋
致
し
候
儀

二
付
、
精

々
治
療
為
致
候
得
は
、
村
方
為
筋

二
も
相
成
候
段
申
達
之
趣
其
通
承
居
候
間
、
此
旨
可
被
申
渡
候
。
以
上
。

七
月
十

一
日

然
は
、

(以
下
、

「相
聞
候
処
」
か
ら

「此
度
厚
御
含
之
趣
も
有
之
付
」
ま
で
上
記
と
ほ
ぼ
同
文
。
略
)
是
迄
内
住
居
致
し
候

廉
は
格
別

二
御
見
切
被
遣
候
間
、
此
書
状
達
し
次
第
村
々
不
洩
様
右
医
師
取
調
、
夫

々
姓
名
身
分
之
次
第

且
先
祖
之
由
緒
等
具



サ
書
付

二
為
致
、
大
急
取
次
可
被
差
出
候
。

文
化
十
二
年
の
御
触
を
繰
り
返
し
た
う
え
で
、
そ

の
御
触
に
反
し
て

「村
方
相
対

二
て
内
住
居
致
し
居
申
向
」
や
、

「他
国
よ
り
罷
越
し

代

々
御
領
内
え
住
居
致
し
居
中
、
国
許
之
続
柄
は
及
死
絶
居
中
様
之
者
共
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
内
住
居
し
て
き

た
こ
と
に
つ
い
て
は

特
別

に
不
問
に
す
る
か
ら
、
さ

っ
そ
く
身
分
次
第
柄
を
書
き
付
け
に
し
て
差
出
す
こ
と
、
不
都
合
の
な
い
場
合
は
在
中
住
居
を
許
す
と

い

う
も

の
で
あ
る
。
こ
の
処
置
は

「殊

二
近
来
異
病
流
行
諸
人
難
渋
致
し
候
儀

二
付
、
精

々
治
療
為
致
候
得
は
、
村
方
為
筋

二
も
相
成
候
」

と

の
判
断
か
ら
で
あ

っ
た
。
こ
の
時
期
、
鳥
取
藩
領
の
村
々
で
は

コ
レ
ラ
の
流
行
に
よ

っ
て
医
師
不
足
に
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
非
常

事
態

に
対
処
す
る
た
め
、
御
触
に
反
し
て
村
々
に
居
住
し
て
い
た
浪
人
医
師
を
把
握
し
な
お
し
て
活
用
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
ゆ

こ
の
御
触
を
う
け
て
、
前

々
か
ら
願
書
な
く
村
中
に
開
業
し
て
い
た
浪
人
医
師
た
ち
は
改
め
て
由
緒
書
と
と
も
に
身
分
次
第
柄
を
差
し

出
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
万
延
元
年
十
月

目
会
見
郡
車
尾
村

へ
先
年
よ
り
内
住
居
し
て
い
た
雲
州
松

江
浪
人
医
師
福
井
寛

72

斎

は

「村
方
弁
理
之
訳
も
有
之
候

二
付
」
と
、
由
緒
書
を
添
え
て

「去
未
冬
よ
り
来
ル
酉
年
迄
三
ケ
年
之
間
、
其
儀
住
居
」
し
た
い
と
の

一

(
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願

い
を
出
し
て
許
さ
れ
て
い
る
。

万
延
元
年
十

一
月
廿
七
日
に
も
ま
た
、
さ
き
の
文
化
十
二
年
の
御
触
を
繰
り
返
し
、
在
中

へ
内
住
居
し
て
い
る
浪

人
医
師
に
た
い
し
て

由
緒
な
ら
び
に
身
分
之
次
第
を
具
さ
に
認
め
差
出
さ
せ
る
よ
う
、
御
郡
役
人
に
申
し
渡
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
、
流

行
病

に
よ

っ
て
露
呈

し
た
村
の
医
師
不
足
に
対
処
し
、
ま
た
医
師
取
締
り
の
た
め
の
処
置
で
あ

っ
た
ろ
う
。

村
人
た
ち
が
村
内
に
在
住
す
る
医
師
を
ど
れ
ほ
ど
望
ん
だ
か
は
次
の
例
か
ら
も
よ
く
わ
か
る
。

日
比
良
叔
の
例
を
み
る
。
文
政
五
年
、
岩
井
郡
白
地
村
は

「当
村
之
儀
、
医
師
無
御
座
村
中

一
統

二
難
儀
」
し
て

い
る
の
で
医
師
を
派

遣
、
居
住
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
い
出
た
。
そ
こ
で
、
鳥
取
表
の
家
老
職
荒
尾
小
八
郎
殿
医
師
日
比
良
伯
弟
良
叔
が
こ
の
村
に
縁
も

あ
り
、
医
術
修
業
の
た
め
と
い
う
名
目
で
白
地
村
に
移
り
住
み
、
医
業
を
営
む
こ
と
に
な

っ
た

(文
政
五
年
の
願
い
で
は
、
荒
尾
小
八
郎



の
家
臣
か
ら
の
願
い
出
に
よ
り
白
地
村
が
受
け
入
れ
た
形

に
な

っ
て
い
る
が
、
天
保
二
年
の
願
い
に
よ
れ
ば
上
記
が
事
実
で
あ

っ
た
と
思

わ
れ

る
)。

天
保
二
年
に
十
年
の
年
限
が
来
た
が
、

さ
ら
に
天
保
十

一
年
ま
で
の
十
年
間
の
居
住
延
長
を
願

っ
て
許
可
さ
れ
た
。

村
人
た

ち
の
願
い
を
受
け
て
引
き
続
き
白
地
村
に
開
業
し
て
い
た
良
叔
に
、
ま
だ

二
年
間
の
年
限
を
残
す
天
保
十
年
三
月
、
智
頭
郡
用
瀬
村
か
ら

ぜ
ひ
当
村
に
来
て
開
業
し
て
も
ら
い
た
い
と
の
願
い
が
出
さ
れ
た
。

こ
の
願
い
に
は
白
地
村
も
同
意
し
、
良
叔
は
用
瀬
村

へ
引

っ
越
し
医

(
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療
を
続
け
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
良
叔
は
天
保
十
二
年
四
月
、
八
上
郡
円
通
寺
に
お
い
て
四
十
二
歳
で
没
し
た
。

湖
山
村
に
は
堀
内
順
庵
と

い
う
浪
人
医
師
が
い
た
σ
文
化
十
二
年
三
月
、
観
音
院
よ
り

「浪
人
医
師
堀
内
順
庵
義
、
当
十
二
月
迄
湖
山

村
住
居
致
し
度
」
と
の
願

い
が
出
さ
れ
て
認
め
ら
れ
た
。
順
庵
は
同
年
十
二
月
、
さ
ら
に
翌
十
三
年
ま
で

一
年
間
の
居
住
延
長
を
願
い
、

そ

の
後
も
村
内
に
居
住
し
た
よ
う
で
、
天
保
六
年
十
月
に
は

「近
在
共
治
療
致
し
当
時
仕
懸
ケ
之
病
人
も
有
之

二
付
、
猫
又
当
末
年
よ
り

来

ル
巳
迄
其
儀
逗
留
為
.致
度
」
と
、
安
政
三
年
正
月
に
も
同
様

「高
草
郡
湖
山
村
え
逗
留
為
致
候
堀
内
順
庵
儀
、
当
年
迄
之
逗
留

二
御
座

317

候
処
、
追
々
治
療
手
広

二
相
成
、
其
上
仕
懸
之
病
人
も
多
く
御
座
候
趣

二
付
馬
何
卒
来
辰
年
よ
り
来

ル
丑
年
迄
十
ケ
年
之
間
、
其
儀
逗
留

為
致
度
」
と
願
い
出
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
浪
人
医
師
堀
内
氏
は
天
保
十

一
年
に
同
名
順
庵
に
代
替
わ
り
し
て
い
る

の
で
、
文
化
十
二
年

か
ら
慶
応
元
年
ま
で
通
算
五
十
年
間
を
二
代
に
わ
た

っ
て
湖
山
村
に
住
居
し
、
村
人
た
ち
の
治
療
に
当

っ
た
の
で
あ
る
。
村
内
住
居
の
願

.い
は
形
式
上
は
観
音
院
か
ら
の
も
の
で
あ

っ
た
が
、
在
中
の
延
長
願
の

「近
在
共
治
療
致
し
当
時
仕
懸
ケ
之
病
人
も
有
之

二
付
」、
「
追
々

(
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治
療
手
広

二
相
成
」
と
の
言
葉
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
実
質
は
村
人
た
ち
の
強
い
願
い
に
答
え
た
も
の
で
あ

っ
た
。

天
保
十
四
年
、
池
田
兵
庫
介
の
抱
医
師
佐
々
木
玄
達
は
汗
入
郡
塩
津
村

へ
住
居
し
て
開
業
し
た
い
と
願
い
を
出
し
た
が
、
玄
達
は
元
来

マ

マ

塩
津
村
に
人
別
を
も

っ
て
お
り
最
近
に
な

っ
て
大
家
魔
領

へ
引

っ
越
し
た
者
な
の
で

「文
政
十
二
年
被
仰
出
之
趣
」

に
あ
る
よ
う
に
、
.出

身
村

へ
の
在
入
禁
止
に
当
た
り
不
許
可
と
な

っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
玄
達
は
塩
津
辺
に
治
療
先
を
も

っ
て
い
る

こ
と
を
理
由
に

「折

々
罷
越
致
逗
留
候
儀
」
は
許
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
玄
達
は
折

々
塩
津
村

へ
逗
留
し
て
治
療
を
続
け
て
い
た
と
ヒ
ろ
、
嘉
永
四
年
四



月
に
な

っ
て
、
今
度
は
八
橋
郡
赤
坂
村
に
治
療
先
が
で
き
た
の
で
塩
津
村
と
同
様
に
時

々
逗
留
し
て
治
療
に
当
た
り
た
い
と
願
い
出
、
こ

れ
も

ま
た
許
さ
れ
て
い
る
。
万
延
元
年
に
は
、
先
年
よ
り
赤
坂
村
に
逗
留
し
治
療
を
続
け
て
来
た
が

「
追
々
病
家
先
手
広

二
相
成
、
此
節

難
手
放
病
人
も
御
座
候
処
鴇
弁
理
之
訳
も
御
座
候
」
に
付
き
、
さ
ら
に
当
年
よ
り
五
年
間
の
赤
坂
村
の
逗
留
を
許
し
て
も
ら
い
た
い
と
願

(
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い
出

た
。

玄
達
の
例
は
、
本
来
な
ら
御
触
の
禁
止
事
項
に
抵
触
す
る
の
で
許
さ
れ
る
は
ず

は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
在
入
す

な
わ
ち
村
内
住
居

`
は
認

め
な
か

っ
た
と
は
い
え
、
実
質
上
は
村
内
住
居
と
異
な
ら
な
い

コ
逗
留
」
と
い
う
名
目
で
長
年
月
に
わ
た

っ
て
認

め
て
い
る
の
で
あ

る
。

こ
の
例
か
ら
は
村
の
医
者
不
足
と
と
も
に
村
人
た
ち
の
村
内
に
医
師
を
確
保
し
た
い
と
い
う
強
い
願
い
を
よ
み
と

る

こ
と

が

で
き

る
。雲

州
松
江

の
山
田
皆
右
衛
門
次
男
陞
庵
は
医
術
修
業
の
た
め
、
天
保
二
年
三
月
ま
で
の
年
限
を
以
て
久
米
郡
和
田
村

の
定
光
寺
に
滞
在

417

し
て

い
た
。
し
か
る
に
、
同
郡
福
岡
村
か
ら

「医
師
無
御
座
、
急
病
人
御
座
候
節
差
支
難
儀
仕
候
」
に
よ
り
、
陞
庵

に
当
年
よ
り
五
か
年

(
19

)

間

「出
職
」
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
の
願
い
が
出
さ
れ
、
許
可
さ
れ
て
い
る
。

こ

の
よ
う
に
、
浪
人
医
師
た
ち
は
村
人
の
願
い
を
受
け
て
永
住
に
近
い
か
た
ち
で
同
じ
村
に
開
業
し
続
け
た
り
、
あ

る
村
に
開
業
中
で

も
他

の
村
か
ら
の
強

い
要
望
に
よ

っ
て
転
居
す
る
例
す
ら
少
な
く
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

浪

人
医
師
が
在
入
す
る
場
合
、
原
則
と
し
て
出
身
の
村

へ
の
在
入
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。

石
田
龍
碩

(安
陪
周
圭
内
弟
子
)
の
在
入
願
い
が
不
許
可
に
な

っ
た
の
が
そ
の
例
で
あ
る
。
天
保
十
二
年
石
田
龍
碩

は
、
十
年
間
の
年

限
で
河
村
郡
浅
津
村

へ
の
在
入
願
い
を
出
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
村
方
の
調
べ
に
よ

っ
て
次
の
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ

の
龍
碩
は
元
来
長
州

出
身

の
利
右
衛
門
と
い
う
者
で
あ
る
が
、
浅
津
村

へ
や

っ
て
来
て
彦
兵
衛
養
子
と
な
り
浅
津
村
の
人
別
に
入
帳
し
た
者

で
あ

っ
た
。
.し
た

が

っ
て

「龍
碩
儀
、
浅
津
村
根
帳
之
者

二
付
、
同
村
え
罷
出
候
て
は
、

在
中
縮
合
不
宣
儀
も
御
座
候

二
付
、

不
破
成
御
開
届
申
上
候

。」



(
20
)

と
不
許
可
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

次

の
景
山
龍
造
の
場
合
は
父
の
看
病

の
た
め
の
在
入
で
あ

っ
た
の
で
、
特
に
許
さ
れ
た
例
で
あ
る
。
龍
造
は
嘉
永

五
年

「親
病
気

二
付

為
看
病

一
昨
成
年
よ
り
去
亥
年
迄
遣
し
候
処
、
老
年
之
儀
今
以
相
勝
不
申

二
付
、
猶
当
年
よ
り
三
ケ
年
之
間
、
為
看
病
其
儀
遣
し
置
申
度

奉
存
候
」
と
親
の
看
病
の
た
め
在
中
住
居
の
延
長
を
願
い
出
た
と
こ
ろ
、
村
に
住
居
中
は
帯
刀
差
し
止
め
、
村
根
帳
入

(村
の
人
別
に
入

ハ
れ
　

る
)
を
受
け
入
れ
る
な
ら
ぽ
と
の
条
件
を
付
さ
れ
た
が
、
「親
看
病
之
儀

二
候
得
は
無
余
儀
」
と
願
い
は
認
め
ら
れ
た
。

三
、
村

に
開
業
し
た
他
国
医
師

村

に
は
他
国
か
ら
来
て
医
業
を
営
ん
だ
医
師
も
い
た
。
表
3
に
示
し
た
十
四
名
が
こ
う
し
た
他
国
か
ら
の
医
師
で
あ
る
。
藩
内
の
浪
人

医
師
と
同
様
に
在
入
し
て
き
た
者
が
多

い
が
、
な
か
に
は
樫
村
養
元
の
よ
う
に
村
の
人
別
に
入

っ
て
い
わ
ゆ
る
村
医
師
と
し
て
定
着
し
た

怖

例
も

み
ら
れ
る
。
ま
た
、
京
都
本
願
寺
詣
り
や
長
崎
で
の
医
学
修
業
の
帰
途
に
た
ま
た
ま
こ
の
地
に
宿
泊
し
た
た
め
、
村
人
か
ら
請
わ
れ

る
ま

ま
村
に
住
居
し
開
業
し
た
よ
う
な
例
さ
え
み
ら
れ
る
。
村
人
の
我
が
村
に
も
医
者
を
と
い
う
要
求
の
高
ま
る
中

で
、
こ
の
時
代
に
も

医
術

や
知
識
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
制
度
的
な
枠
組
み
を
越
え
た
活
動
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。

表

3

他
国
か
ら
来
て
、
村
に
開
業
し
た
医
師

本
国
・
身
分

医
師
名

村
名

期
間

1

肥
前
国
長
崎

粟
嶋

勇

気
多
郡
潮
津
村

文
政
十
年
～

静
本
願
寺
詣
り
の
帰
途

2

池
田
能
登
殿
御
医
師

村
岡
恵
仲

高
草
郡
江
津
村

文
政
十
年
～
天
保
二
年

(五
年
間
)

3

美
作
大
庭
郡
医
師

樫
村
養
元

(家
内
三
人
と
も
)

久
米
郡
湯
関
村
へ
入
帳

文
政
十

一
年



4

京
都
浪
人
医
師

木
下
隼
人

高
草
郡
秋
里
村

文
政
十
二
年
～
天
保
二
年

(三
年
間
)

*
こ
れ
ま
で
も
度
々
逗
留

5

美
作
国
津
山
藩
浪
人
医
師

河
村
将
録

久
米
郡
別
所
村

文
政
十
二
年
以
前

6

出
雲
国
松
江
山
田
睡
魔

久
米
郡
和
田
村

.

不
明
～
天
保
二
年
三
月

久
米
郡
福
岡
村

天
保
二
年
～
五
年
間

7

播
磨
国
損
東
郡
吉
美
村
浪
人
医
師馬

場
文
友

河
村
郡
長
瀬
村

天
保
四
年
十
月
～
天
保
五
年
三
月

久
米
郡
国
府
村

嘉
永
六
年
病
没

*
父
を
継
ぐ

文
友
粋
美
徹

同

上

嘉
永
六
年
～
文
久
二
年

8

江
戸
医
師

佐
々
木
順
庵

久
米
郡
松
神
村

天
保
六
年
十
月
～
天
保
十
年

*
長
崎
に
て
医
術
修
行
の
帰
途

.

河
村
郡
下
浅
津
村

天
保
十
年
～
天
保
十
二
年
五
月

6　

9

但
馬
国
二
方
郡
飯
野
村

武
田
圭
庵

久
米
郡
市
場
村

天
保
七
年
十

一
月
～
天
保
八
年
三
月

1

.
*
同
村
浪
人
医
師
香
本
周
庵
舎
弟

10

京
都
浪
人
医
師

高
田
孝
造

八
橋
郡
瀬
戸
村

天
保
五
年
～
天
保
七
年

気
多
郡
新
町
村

天
保
七
年
～
天
保
十

一
年

(五
年
間
)

11

京
都
浪
人
医
師

木
下
主
計

高
草
郡
秋
里
村

天
保
五
年
～
弘
化
三
年

*
弘
化
三
年
、
鳥
取
藩
御
医
師
に
出
仕

12

備
前
国
児
嶋
郡
上
村

米
田
孝
益

智
頭
郡
金
屋
村

嘉
永
元
年
～
安
政
二
年

(
八
年
間
)

*
医
術
修
行
の
た
め
諸
国
廻
り

13

信
州
諏
訪

玄
仲

邑
美
郡
行
徳
村

弘
化
元
年
～
弘
化
三
年

*
医
師
竹
内
新
八
郎
弟

～
永
住
願
い

(嘉
永
五
年
)

14

備
中
阿
賀
郡
井
原
村

近
藤
龍
眼

久
米
郡
定
光
寺
村

不
明



浪
人
医
師

会
見
郡
下
印
村

嘉
永
五
年
～
安
政
三
年

(
五
年
間
)

表
3
に
他
国
か
ら
来
て
鳥
取
藩
領

の
村
に
開
業
し
た
医
師
十
四
名
を
示
し
た
。

こ
の
中
か
ら
い
く
つ
か
の
例
を
取
り
あ
げ
て
、
さ
き
に

述
べ
た
よ
う
な
事
実
を
み
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

播
州
揖
東
郡
吉
美
村
の
浪
人
医
師
馬
場
文
友
は
、
俗
縁
の
あ

っ
た
久
米
郡
長
瀬
村
の
勝
福
寺
に
医
術
修
業
を
名
目
と

し
て
天
保
四
年
か

ら
同
五
年
ま
で
滞
在
、
同
六
年
か
ら
は
同
郡
国
府
村

へ
転
居
、
十
年
間
の
居
住
を
許
さ
れ
て
医
業
を
営
ん
で
き
た
が
、

嘉
永
六
年
四
月
病

死
し
た
。
頼
り
に
し
て
い
た
医
者
が

い
な
く
な

っ
て
は
大
変
、
国
府
村
の
人
た
ち
は
文
友
の
伜
英
徹
に
父
の
医
業
を
継

い
で
も
ら
お
う
と

考
え
た
。
勝
福
寺
に
相
談
を
持
ち
か
け
、
「療
治
先
手
残
」
・も
あ
る
の
で
と
い
う
理
由
を
以
て
、
英
徹
を
来
た
る
文
久
二
年
ま
で
の
十
年
間

　
お
　

そ
の
ま
ま
同
村

へ
住
ま
わ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
勝
福
寺
か
ら
願
い
出
て
も
ら

っ
た
の
で
あ
る
。

77

京
都
の
浪
人
医
師
高
田
孝
造
は
天
保
五
年
か
ら
同
九
年
ま
で
の
五
年
間
、
八
橋
郡
瀬
戸
村

へ
住
居
を
許
さ
れ
医
業
を
営
ん
で
い
た
と
こ

一

ろ
、
年
限
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
蓼

郡
新
町
へ
転
居
、
来
た
る
±

年
ま
で
の
五
年
間
住
居
し
た
い
と
願
い
出
て
許
さ
れ
て
い
華

医
術
修
業
の
た
め
諸
国
を
廻

っ
て
い
た
備
前
国
児
嶋
郡
上
村
米
田
孝
関
枠
孝
益
が
嘉
永
元
年
五
月
上
旬
に
智
頭
郡
金
屋
村
安
左
衛
門

の

と
こ
ろ
へ
や

っ
て
来
た
。
こ
の
金
屋
村
に
は
こ
れ
ま
で
医
師
が
い
な
か

っ
た
。
医
師
を
迎
え
た
村
で
は
往
来
手
形
も
持

っ
て
お
り
身
元
髄

な
者
な
の
で
三
か
年
間
逗
留
さ
せ
て
や

っ
て
ほ
し
い
と
の
願
い
を
出
し
、
こ
の
願
い
は
聞
き
届
け
ら
れ
、
米
田
孝
益
は
金
屋
村
に
滞
在
し

て
医
業
を
営
ん
だ
。
嘉
永
三
年
に
年
限
が
来
る
と

「孝
益
と
申
医
師
至
極
丁
寧
医
師

二
て
追
々
療
治
先
手
広
相
成
」
と
、
引
き
続
き
金
屋

村
か
ら
さ
ら
に
五
年
間
の
延
長
願

い
が
出
さ
れ
て
い
る
。
孝
益
は

「
至
極
丁
寧
医
師
」
で
あ
る
と
村
人
た
ち
の
信
頼
を
集
め
て
い
る
。
だ

ん
だ
ん
療
治
先
も
手
広
く
な

っ
て
い
る
よ
う
す
が
窺
え
る
。
こ
の
願
い
は
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
五
年
後

の
期
限
に
当
た
る

　
ゆ
　

安
政

二
年
の

「
在
方
諸
事
控
」
は
欠
本
の
た
め
、
こ
の
後
の
孝
益
の
行
跡
は
た
ど
れ
な
い
。
医
療
技
術
さ
え
確
か
で
あ
れ
ば
、
当
時
医
師



の
い
な
か

っ
た
多
く
の
村
で
は
喜
ん
で
彼
ら
を
受
け
入
れ
た
様
子
が
読
み
取
れ
よ
う
。

文
政
十

一
年
、
作
州
大
庭
郡
の
医
師
樫
村
養
元
の
よ
う
に
家
族
三
人
と
も
ど
も
久
米
郡

へ
や

っ
て
来
て
、
湯
関
村

の
人
別
に
入
り
同
村

(
25
)

で
医
業
を
開
業
し
た
例
も
あ
る
。

文
政
十
年
の
こ
と
、
長
崎
の
医
師
粟
嶋
勇
が
京
都
の
本
願
寺
詣
り
の
帰
途
、
気
多
郡
潮
津
村
の
太
三
郎
方
に
宿
を
か
り
た
。
そ

の
際
、

太
三
郎
の
妻
お
よ
び
近
隣
の
村
人
た
ち
七
、
八
人
の
病
を
治
療
し
、
残
ら
ず
全
快
さ
せ
た
。
村
人
た
ち
の
喜
び
は
い
か
ぽ
か
り
で
あ

っ
た

ろ
う
、
さ

っ
そ
く
林
右
衛
門
後
家
そ
よ
方

へ
逗
留
し
て
村
人
の
治
療
に
当
た

っ
て
も
ら
い
た
い
と
の
願
い
を
潮
津
村
と
芦
崎
村
の
連
名
で

(
26

)

出
し
た
の
で
あ
る
。
八
月
迄
の

一
か
月
の
願
い
で
あ

っ
た
が
、
期
限
が
来
る
と
改
め
て
来
年
三
月
ま
で
滞
在
を
延
長
し
て
も
ら

っ
た
。

江
戸
の
医
師
佐

々
木
順
庵
は
長
崎
で
の
医
術
修
業
を
終
え
帰
国
途
中
、
た
ま
た
ま
久
米
郡
松
神
村
を
通
り
か
か
り
長
患
い
し
て
い
た
喜

左
衛
門
が
診
察
し
て
も
ら

っ
た
と
こ
ろ
、
だ
ん
だ
ん
快
方
に
向
か

っ
た
。
全
快
す
る
ま
で
治
療
し
て
も
ら
い
た
い
し
、
同
病
の
著
た
ち
が

817

式
村

に
は
五
、
六
人
も
お
り
、
そ
の
者
た
ち
も
治
療
し
て
も
ら
い
た
い
の
で
、
来
年
三
月
迄
逗
留
し
て
も
ら
い
た
い
、
と
願
い
を
出
し
た

の
で
あ
る
。
宿
は
同
村
万
四
郎
方
、
佐
々
木
順
庵
逗
留
中
の
諸
事
は
喜
左
衛
門
が
引
き
請
け
た
。
村
中
同
心
の
上
で
願
い
出
た
と
こ
ろ
、

先
例
も
有
る
と
の
こ
と
で
、
御
郡
代
役
所
の
判
断
で
許
可
し
た
。

順
庵
は
こ
の
後
も
年
々
追
願
を
重
ね
、
天
保
六
年
十
月
か
ら
同
十
年
十
月
ま
で
四
年
間
、
松
神
村
に
滞
在
し
て
村
人
の
治
療
に
当
た

っ

て
い
た
と
こ
ろ
、
河
村
郡
下
浅
津
村
よ
り
来
住
し
て
治
療
を
願
い
た
い
と
い
っ
て
来
た
。
こ
の
旨
、
松
神
村

・
下
浅
津
村
雨
村
よ
り
そ
れ

ぞ
れ
願
書
を
差
出
し
許
可
さ
れ
た
。
宿
は
来
子
五
月
ま
で
、
下
浅
津
村
覚
兵
衛
が
引
請
け
る
。
願
い
は
許
可
さ
れ
順
庵
は
下
浅
津
村
の
覚

兵
衛
方
に
居
住
し
て
村
人
の
治
療
に
当
た

っ
た
。
翌
十

一
年
六
月
晦
日
に
は
滞
在
期
限
が
来
る
が
、
来
丑
五
月
ま
で
の
延
長
を
願
い
、
許

(
27
)

さ
れ

て
い
る
。

佐

々
木
順
庵
は
長
崎
で
の
医
術
修
業
の
帰
途
、
こ
の
地
を
通
り
か
か

っ
た
た
め
に
村
人
た
ち
の
願
い
を
受
け
入
れ
て
、
結
局
少
な
く
と



も
天
保
十
二
年
の
五
月
ま
で
こ
の
地
に
滞
在
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ

っ
た
。

木
下
隼
人

・
主
計
は
す
で
に
二
、
で
述
べ
た
よ
う
に
秋
里
村
の
百
姓
か
ら
御
典
医
に
ま
で
な

っ
た
木
下
元
儀
の
男
た
ち
で
あ
る
。
父
元

儀
が
秋
里
村
の
人
別
を
離
れ
て
京
都
の
御
典
医
に
な

っ
て
い
た
関
係
で
、
京
都
浪
人
医
師
と
し
て
左
入
し
た
わ
け
で
あ
る
。
前
に
ふ
れ
た

京
都
浪
人
医
師
高
田
孝
造
が
こ
の
地
に
在
入
し
た
の
も
木
下
元
儀
と
関
係
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

ま

と

め

以
上
、
鳥
取
藩
の

『
在
方
諸
事
控
』
を
史
料
と
し
て
近
世
後
期
の
鳥
取
藩
領
の
村
に
お
け
る
医
師
た
ち
の
存
在
形
態

の
諸
相
を
み
た
。

百
姓
身
分

の
ま
ま
医
師
と
な

っ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
村
医
師
に
つ
い
て
は
史
料
的
な
制
約
か
ら
ほ
と
ん
ど
言
及
で
き
な
か

っ
た
が
、
本
稿
で

確
認

で
き
た
よ
り
は
か
な
り
多
数
の
村
医
師
た
ち
が
い
た
こ
と
は
推
定
で
き
る
。
本
稿
で
は
述
べ
得
な
か

っ
た
が
、
村
人
た
ち
に
と

っ
て

9　

は
村
医
師
の
存
在
が
大
き
か

っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
村
に
は
本
稿
で
述
べ
た
よ
う
な
浪
人
医
師

た
ち
も

多
く
存
在

1

し
、

こ
れ
ら
浪
人
医
師
た
ち
が
果
た
し
た
役
割
も
大
き
か

っ
た
。
浪
人
医
師
の
な
か
に
は
、
藩
医
や
家
臣
の
御
抱
医
師

の
内
弟
子
と
な
る

こ
と

に
よ

っ
て
苗
字
帯
刀
を
許
さ
れ
た
百
姓
出
身
の
医
師
も
多
か

っ
た
の
で
あ
る
。
村
の
中
に
こ
う
し
た
浪
人
医
師
た

ち
の
存
在
を
み
る

よ
う

に
な

っ
た
背
景
に
は
、
近
世
後
期
の
村

々
に
生
ま
れ
た
経
済
的
な
余
裕
、
あ
る
い
は
本
稿
で
取
り
あ
げ
た
い
く

つ
か
の
例
に
み
た
よ

う
に
、
専
門
医
師
に
よ
り
治
療
さ
れ
た
い
と
の
願
い
の
高
ま
り
が
あ

っ
た
。

も
と
よ
り
、
そ
れ
は
医
療
面

に
限

っ
た
こ
と
で
は
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
本
稿
で
は
医
師
の
存
在
形
態
の
み
を
取

り
扱

っ
た
が
、
村

に
は
知
識
や
文
化

へ
の
要
求
も
高
ま

っ
て
い
た
。
知
識
や
技
術
を
獲
得
し
、
書
物
を
読
み
俳
譜
や
和
歌
の
会
に
参
加
す

る
百
姓
も
珍
し
く

は
な

か

っ
た
の
で
あ
る
。
村
人
の
こ
の
欲
求
に
こ
た
え
る
べ
き
知
識

・
技
術
を
身
に
つ
け
た
者
は
本
稿
で
述
べ
た
よ
う
な
、
身
分
制
の
枠

を
も
越
え
た
活
躍
の
場
が
得
ら
れ
る
よ
う
な
状
況
に
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
医
師
が
医
療
技
術
の
み
で
な
く
知
識

や
文
化
を
身
に
つ
け



た
者
と
し
て
、
村
人
た
ち
に
与
え
た
影
響
は
少
な
く
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
村
に
居
住
し
た
医
師
た
ち
の
知
識
人
と
し
て
の
役
割
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
は
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
。

註
(
1
)

『
在
方
諸
事
控
』

(
二
百
十
九
冊
)

は
全
文
が
翻
刻
さ
れ

て

『
鳥
取
県
史
』
第
九
巻
～

第
十
三
巻
の
五
冊

に
収

め
ら
れ

る
。

天
明

五
年

か
ら
明
治

四
年

ま
で
の
八
十

七
年
間

の
記
録

で
あ

る
が
、

寛
政

二
年

・
文
化
四
年

・
同
十
三
年

九
月
～

十
二
月

・
文
政

三
年

・
同

六
年

ゼ
天
保

五
年

・
同
十

三

年

・
嘉
永

二
年

・
同
三
年

・
安
政

二
年

・
同
四
年

・
同
五
年

・
慶
応
二
年

は
原
本
を
欠
き
、

ま
た
天
保

十

一
年

・
同
十

二
年

の
う

ち
破
損
が
激

し
い

部
分
は
収

め
ら
れ
て
い
な

い
の
で
、
実
質

は
七
十
数
年
分

の
記
録

で
あ

る
。
本
稿

は

『
鳥
取
県
史
』
に
よ

っ
た
。

(
2
)

『
鳥
取
県
史
』
第

九
巻
九

二
〇
頁
。

(
3
)

『
同

右

』
第
十

一
巻

五
〇

五
頁
。

(
4
)

『
同

右
』
第
十

巻

一
二
〇
〇
頁
、

一
二
〇
七
～

八
頁
。

㎜

(
5
)

『
同

右
』
第
十
巻
二
三
～
四
頁
。

(
6
)

『
同

右
』
第
十

一
巻
四
九
八
頁
。

(
7
)

『
同

右
』
第
十
二
巻
五
二
四
頁
。

(
8
)

『
同

右
』
第
十

三
巻

二
二
〇

一
頁
。

(
9
)

『
同

右
』
第
十

一
巻
五
〇
八
～
九
頁
。

『
大
武
鑑

』
(橋

本

縛
縄

『
改
定
増
補

大
武
鑑
』

名
著
刊
行
会
、

一
九
六
五
年
刊
)、

文
政
六
年

「
表
御
番
医
師

西
御

丸

ヲ
兼

勤
」

の
中

に

「竹

内
英
仙
」

の
名
が

み
え

る
の
で
、
寿
安

の
師

の
名
前
は
竹
内
英
仙
が
正
し

い
と
思
わ
れ

る
。

(10
)

「
龍
淵

先
生
墓
」

(森
納

・
安
藤
文
雄
著
発
行

『
因
伯
杏
林
御
詰
集
釈
』

一
九
八
三
年
、
所
収
)
。
龍
淵

は
木
下
大
壮

の
号

で
あ

る
。

(
11
)

「
血
判

医
師
」

は
百
姓
身
分

の
医
師

の
こ
と

で
、

い
わ
ゆ

る
村
医
師
。
鳥

取
藩

の
村

で
は
年

々
の
宗
門
人
別
改

の
際

に
住
民
が
血
判
を
押

し
た

こ

と
か
ら
、
村
医
師
の
こ
と
を
こ
う
呼
ぶ

こ
と
も
あ

っ
た
。

ま

た
、
宗
門
人
別
改
帳

の
こ
と
を
村

の
根

帳
と

い
う

こ
と
か
ら
、

根
帳
医
師
と

い
う

こ
と

も
あ
る
。



(
12
)

『
鳥
取
県
史
』
第
十
巻
八
七
七
頁
、

一
〇
九
九
～

一
一
〇
〇

頁
。

ま
た
、

森
納
著

『
続
因
伯

の
医
師
た
ち
』
(
一
九
八
五
年

)
所
収

の

「
藩
医
木

下
家
」
を
参

照
し
た
。

(
13
)

『
鳥
取
県
史
』
第
十
巻
七

五
八
頁
。

(
14
)

『
同

右
』
第
十

二
巻

一
一
七
三
頁
。

(
15
)

『
同

右
』
第
十
三
巻
三
五
頁
。

(
16
)

『
同

右

』
第
十

一
巻

一
二
七
六
～
七
頁
。

(
17
)

『
同

右

』
第
十

巻
七
三
〇
、

八
六
七
頁
。
第
十

一
巻

一
〇

四
〇
頁
。
第
十
二
巻
九
八
六
頁
。

(
18
)

『
同

右

』
第
十
二
巻
五
八
頁
、

四
八
四
～

五
頁
。
第
十
三
巻
七
三
頁
。

(
19
)

『
同

右
』

第
十

一
巻
六
九

七
～

八
頁
。

(
20
)

『
同

右
』

第
十

一
巻

一
四

二
二
頁
。

(
21
)

『
同

右
』
第
十

二
巻
五
七

四
頁
。

(
22
)

『
同

右
』
第
十

二
巻
八
〇

一
～
二
頁
。
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(
23
)

『
同

右
』
第
十

一
巻

=

一
〇
～

一
頁
。

(
24
)

『
同

右
』
第
十
二
巻
四
六
七
頁
。

(
25
)

『
同

右
』
第
十

一
巻
三
七
六
頁
。

(
26
)

『
同

右
』
第
十

一
巻
二
七
四
頁
。

(
27
)

『
同

右
』

第
十

一
巻

一
〇

四

一
、

=
二
一
=

、

一
三

六
六
頁
。

(明
治
大
学
文
学
部
助
教
授
)



MedicalDoctorsinVillages3ACaseoftheTottoriHan

intheLatterPartoftheEdoPeriod

'

HIRANOMitsuru

ThisarticleisbasedonZ召 物 彦σSん 〔サ海 加 θ,acollectionofdocuments

withfocusonlocalaffairsoftheTottoriHanfor87yearsfrom1785

(Tenmei5)to1871(Meiji4),

Itwasnotonlyvillagedoctorsthatpracticedmedicineinthevillages

oftheTottoriHaninthelatterpartof.theEdoperiod.Thedoctors

workingfortheclan,andsonsandapprenticesofhomedoctorsofretainers

livedinvillagesandpracticedmedicine.Thesedoctors,calledγoπ 吻doctors

inthecountryside,wereallowedtohavelastnamesandswords.This

groupofdoctorsincludesthosewhooriginatedfromfarmersandbecame

アoπ伽doctorsafterworkingasapprenticesofHandoctors.Inaddition,

thereexisteddoctorswhoenteredfromotherHans,suchasthosegetting

medicaltrainingwhiletravelingacrosstheHan,whowereontheirway

homefromapilgrimagetotheHonganjiTempleinKyoto,andwho

happenedtovisitontheirwayhomefromNagasakiwheretheyhad

medicaltraining.Thesedoctorswererequestedbyvillagersinlodgingsfor

alongperiodoftimeandtoengageinmedicine.Doctorsfromvarious

backgroundspracticedmedicineinthevillagesinthelatterpartofthe

Edoperiod.Althoughtheautorhardlyreferredtoso・calledvillagedoctors,

whobecamedoctorswhilekeepingthestatusofpeasant,duetothe

limitedavailabilityofdocuments,heassumesthatmorecountrydoctos

existedthanwereconfirmedinthisarticle.Itisneedlesstosaythat

theirpresencewassignificanttovillagers・

Whilesolelydealingwithtypesofpresenceofdoctorsinthisarticle.

villagerscametodemandknowledge .andculturemore『tronglythan

before.Itwasnotuncommonthatsomepeasantsearnedknowledgeand

techniques,andreadbooks,andparticipatedinmeetingsforhaikuand

waka.Asrevealedinthisarticle,therearosesituation:wherethose

peoplewhoearnedknowlwdgeandtecniquesinresponsetodemandsonthe

P・・t・f.・ill・gerswereabl・t・h・v・ ・PP・ ・tunitiest・w・ ・kb・y・ ・dth・

183(i)



1imitsofinstitutionalbarriers.Itisassumedthatthedoctorswhohadnot

onlymedicalskillsbutalsoknowledgeandculturehadmuchinfluence

uponvillagers.Theauthor'snextresearchtopicinthefutureistoexplore

theroleofdoctorsasintellectロalswhodwelledinthevillages.
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